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ザクセンシュピーゲル・レ}ン法邦訳(5 ) 
ーアウクトル・ヴェートゥスとの比較・対照をも兼ねて一

石川 武

目次

凡例

主要文献略語表

はじめに

ザクセンシュピーゲル・レーン法

巻頭言~6 ・ 2

7・1~13 ・ 3

13・4~19 ・ 2

20・1~24 ・ 9

25・1~26 ・ 8

26 ・ 9~

おわりに

218 

(以上51巻 5号)

(以上51巻6号)

(以上52巻l号)

(以上52巻2号)

(以上本号)

(次号以下)

25・11) a)本書において前述されているように、2) 家臣は、彼の主君が(封

相続人なしに)死亡する(ないし、した)場合、3) あるいは、彼(=主君)が彼(=

家臣)の(=家臣に授封されていた)所領を(上級主君に)返還する(ないし、した)
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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳 (5) 

(oplaten)場合、41あるいは、それ(=家臣に授封されていた所領)が彼(ニ主君)

から(上級主君のレーン法廷の)判決をもって剥奪 (verdelen)される(ないし、さ

れた)場合、51彼(=家臣)の所領を上級主君 (deover巴he汀巴)61の許まで追い求

め(volgen)il (上級主君に対して)忠誠宣誓(ないし、臣従札)(manscap)を捧げる

べきである O また彼(=家臣)は(その際)上級主君61に(次のことを)請うべき

である。(すなわち)、彼(=上級主君)が(自ら)彼(=家臣)に(その所領を)封与

するか、さもなければ、彼(=家臣)がそれ(=その所領)を、彼がそれを最初の

(ないし、前の)主君から受領し(てい)たのと同じだけの名誉をもって (mitalso 

groten巳ren)、81受領しうるよう(な新しい主君を)、彼(=家臣)に指定する

(wisen)91 ことを。al blけだし、人(この場合、上級主君)が誰か(この場合、家

I~i) (のレーン法上の身分二へールシルト)を彼の(=その者に授封される)所領に

よって庇める(ないし、引き干げる)こと101は正しくない (n‘isnicht recht) 1 I)か

らである Ob)

AVl・57]) a)前述したように、21家臣は、彼の主君が(封相続人なしに)

死亡する(ないし、した)場合、31または(主計が)彼の(=彼に授封されていた)

所領をU-，級主おに)返還 (resignare)した場合、41または(その所領が)彼(二 t

君)から判決をもって剥奪 (abiudicare)された場合、51 cl上述の期間(ないし、

期限)(terminus)内に、C卜121忠誠宣誓(ないし、臣従礼)(hominium)をもって

(ないし、を捧げて)彼の(=家臣に授封されていた)所領を上級主君 (superior

dominus)61の許まで追い求める (s巴qui)ilべきであり、そして、その者(=

1'，級主君)に(次のことを)請うべきである、(すなわち)、 dlこの者 (=J-_級主君)

(の手)に移されたdl-131 レーンを、 01法(の定め)に従い (secundumius)、el彼

(ニ家位)に(自ら)封与するか、それとも、(彼=家院を)別な主君の許に送っ

て (transmittere)、91その者(=日Ijな宇君)から(彼=家臣が)それ(=そのレーン)

を、(彼=家臣が)それ(=そのレーン)を前の主君から受領し(てい)たのと同

じだけの名誉をもって (cumhonore tanto)、81受領しうるようにすることを。al

AV 1・58 blそれと言うのは、上級主君61が家臣の身(分)を彼の(=家臣

に受封される)レーンによって(前)より(も)低い楯 (clypeus)へと落とさせ

る101ことは、許されない (nonest licitum) 111からである。bl

1 )前lHレーン法24・7(=AV 1・55、1・56)の後、 AVに対応条項のない24・8と

;fti土52(3・211)1013 
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24・9を「補足Jした「レ h ン法」は、ここから再びAVの叙述の流れに沿った記

述に反る。

2 )この箇所の「本舎において前述されているようにJ(ないし、「前述したようにJ)の

諸については、それはどこにかかるのか、あるいは、このレーン法25・1(ない

し、 AV1・57)で扱われているケースのうちどれが実際にここまでのところで扱

われている(あるいは、扱われていない)のか、という問題がある。

まず、 AVの seqmの認は、ここまでのところでは 1・5(=レーン法2・2、de

volge、同条への註 8を参照)、 1・7(レーン法2・6、註 .3を参照)、 1・33(= 

レーン法11 ・ 1 、 ~ì ・ 3 を参照)、 1 .34 (=レーン法11・2、註・ 7の箇所を参照)、

1・35・a(=レーン法11・3、註.4を参照)の諸条項で用いられているが、これ

らの条項はいずれも(主君に異動があった際の)r授封更新請求(権)J (一般)にかか
わり、特に(ないし、明示的に)r上級主君Jに対する「授封更新請求(権)Jを扱っ
たものではない。したがって、「前述したようにJの語は「授封更新請求(権)J(一

般)だけにかかり「上級主君(の許まで)Jにはかからない、と解するか、あるいは、

それにもかかわらずここで「前述したように」と明記されていることによって、

seqUlの語が用いられる場合、これまでの諸条項においても(それとして特に言及さ

れていなくても)r上級主君」に対する「授封更新請求(権)Jが含まれていた(場合
もある)ことがはっきりする、と解するか、そのいずれかの解釈を迫られること

になる。しかし、いずれにせよ、まずAVのここまでの条項には「上級主君Jに

対する「授封吏新請求(権)Jがそれとして明示的に論じたものがない、というこ

とを4在認しておきたい。(ただし、 AV1‘42=レーン法16については、「レーン法」に関

してやがて後述することを参照されたい)。

「レーン法Jにおいては、(主君に異動があった際の「授封更新請求jの意味での)
voJgeまたは voJgenの語が、 AVに対応条項のある上記レーン法2・2(=AV 1・

5、volge-一以 F特にi言及しないものは volgen)、2・6(=AV 1・7l、 11. 1 (AV 

1・33)、11・2(=AV 1・34)、11・3(=AV 1 .35・a)のほか、一一一「ドイツ語

第I版」に限ると一一AVに対応箇所ないし対応条項のないレーン法2・5(同条

への註・ 3と4を参院i一一以 F同線)、 2. 7 (註・ 3)、5・1(volge、註.4)、13

. 4 (註・ 2、3、10)、14・3(註.13、14)、14・4(詰・ 5)、15・1(註・ 3)、

15・2(註・ 2)、 15・3(設・ 8)、 20・4(註・ 5と6)にも姿を見せる。これら

のうち、レーン法2・5、2. 7、5・1、13・4の voJgeまた volgenの語につ

いては、 AVにおける seqUlの誌について上述したのと向じことが言えるが、ぞ

れ以外の6条項では明示的に(ただし、 15・3では実質的に)r上級主君Jに対する
「授封更新請求(権)J (だけ)が扱われている。特にレーン法14・3(後段)では「彼

の家阻(=1、級主君一一後述参照)が彼(コ上級主君)にその所領を返還した」場合、

ないし、(その所領が)彼(=下級主tllから判決をもって議Ij奪された場合のことが

扱われている。(なお、この筒所で、「下級主君Jのことが一一直前の「上級主君J(de 

北法52(3・210)1012 
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overste herre)を承けて一一「彼の家臣jとぷわれていることは、前出レーン法7・3、註

・4の箇所の「彼の家臣J= r主君」という解釈を支持する方向に働くであろう。ここで
付け加えておきたいんこれによって、このレーン法25・1で、扱われているケース

のうち「主君が家臣の(=家臣に授封されていた)所領を返還する場合j、および、「そ

れが彼から(上級主君のレーン法廷の)判決をもって剥奪される場合Jの二つについ

ては、家臣が上級主君に所領の授封更新を求めるべきことがすでに「本書におい

て前述されている」ことを確認することができる。(なお、レーン法14・4と15・1

は、直前の14・3で扱われている場合のうち、「下級主君から家臣の所領が判決をもって

剥奪された場合jの延長線上にあると捉えうるケースであるが、レーン法20・4の主君が

一方的に主従関係を解約するケースは、このレーン法25・1では省略されている。また、

レーン法15・2と15・3は、 仁級主君に対する授封更新請求(一般)の手続にかかわる条

項である)。したがって、少なくともこの:つの場合に関する限り、「本書におい

て前述されているように」の一句が、「授封更新請求(権)Jだけにかかり、「上級

主君」に対するそれを含まない、と解することはできない。

ただし、「レーン法jにおいても、 25・1で扱われているケースのうち、「主君

が死亡した場合jに家臣が「仁級主君に授封更新を求める」ケースについては、

ここまでのところでそれに明示的に言及した筒所は見当たらない。しかし、この

ケースについては、前出レーン法6・1および6・2から、怠=封相続人をもっ

家院が死亡した場合は所領は息に「相続jされる(なお、このケースは後続のレーン
レ J

法25・3(前段)=AV 1・60でも扱われている)が、息、=封相続人をもたない家臣が

死亡した場合には、所領は(それについてゲデインゲが設定されていた場合を除き)

主君にとって ledichになる(=主君の手に反る)ことが判る。読者はこれにもとづ

き、(この「家臣Jを「主君」、「王君jを「上級王君」と読み替えることによって)、レーン

法25・1の「家臣jが「上級主君」に授封更新を求めるのは、「主君が(息=封相続

人なしに)死亡した場合」に限られることを、(後続のレーン法25・3(前段)ェAV

1・60を侠つまでもなく)容易に推定することができる。したがって、少なくとも

「レーン法」に関する限り、著者がこのケースをも含めて「本書で前述したJと考

え(てい)たとしても、格別不思議ではない(し、同じようにこのケースをも含む AV

1・57においても、「前述したように」の語は、著者の意識に則して言えば、それまで上

級主君に言及されることなく seqUlの語が用いられていた条項において、潜在的には、こ

のAV1 .59で扱われているケースのことが考えられていたことを示している、と解すべ

きであろう)0 (なお、後出レーン法25・3(前段)=AV 1 .61、註・ l、および、後註-

12と13で述べることをも参照されたい)。

3 )この場合およびr(封相続人なしに)Jという補訳を施した理由については、前註・
2および後出レーン法25・3(前段)=AV 1・60を参照。

4) oplaten (= resignare)の語については前出レーン法16=AV1・42、註・ 3を、ま

た、この場合については前註・ 2を参照。

北法52(3・209)1011 
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5) verdelenの語については前出レーン法 8・l、註・ lを、また、この場合につい

ては前註・ 2を参照。

6 )この筒所では「レーン法」の deovere herreの語が AVのsuperiordominusに対応し

ており、おそらくf走者を直訳したものと思われる。これに対して、 jjijtUレーン法

14 . 3、14・4、15・1、15・2、15・3では、 deoverste herreの市が (["1じな味

で)用いられているが、これらの条項はいずれも (AVに対!必条項がなくJIレーン

法」で補足された(と目される)ことが注目される。すなわち、 deoverste herreの

話は (deoverste herre に)対応する superiordominusの誌がAVにない場合に限って

「ヒ級主君」の意味で用しhられている、という可能性が示唆されているからであ

る。後出の関連諸条項においてさらに検討したい。(なお、レーン法71. 6では、ア

イゲンの持主でありそれを家臣に封与している(いわゆる「アイゲン・レーン]の持主であ

る)主君を deoverste herreと称んでいるが、 AV2・69でこれに対応する話はー-supenor

dominusではなく一一叫remusdominusである)。

7) volgen (= sequi)の誌については、前出レーン法2・6=AV 1・7、註 3、お

よび、レーン法15・2、註.25を参照。また、この点についても、前註・ 2を参

照されたい。

8)iiIj出レーン法 1、特にそれに対応する AVl.3(=f世俗の諸伎が、司教たちの家

臣になったため、第3の楯へと下がか・ J)にうかがわれるように、ザクセンシュピ

ーゲルおよびAVには、「ある者(ないし、家臣)が彼のfriJ身分者の家臣になれ

ば、……彼のへールシルトを( つ)引き下げたことになるJ(ラント法3・65・2)、

という原則がある(この点については、石川[へールシルト制J、特に(1)、 1372-73 

Jiと1378-79頁、および、 (4)、 902-904頁を参照)。したがって、このw月?の mlt
also groten eren (ないし、 cumhonore t加 to)が、実質的には、 r(少なくとも)前の主
君とレーン法(ないし、へールシルト制)上同格の主君から(所領を受領できる)J、

という意味て、あることには疑問の余地がないであろう o(念のために一言すると、前

出レーン法21. 2に明かなように、新しい主君がl前の主君より高いシルトをもっていて

もーーしたがって、上級主君が家臣に直接に所領を授封した場合でも一一それによって

家臣のシルトが上がることはない)。このことから、この場合ere(ないし、 honor)

の誌が(レーン能力およびへールシルト制上の地位を意味する)hersciltの詩(前山レー

ン2・1(=AV 1・3)、註・ 3、および、レーン法 1(=AVl .2)、註.2を参照)

と(少なくとも)ほぼ同義に月いミられていることが判る o 同じことは、ラント法

1・40、2・12・1、2・l、[2・29')、[3・84・2)のereの認についても員

えるし、さらにラント法 2. 13・Iと[2・19・2)に姿を見せる erenlosの認の

ereも、同じ忌:味に角干そうとjE、えばそうできないわけではなしミ。しかし、ラント

法 1. 5・2の (witleke)e問、および、後日iレーン法78・3の (sin)ereの話は、

そうした「レーン能力」とのつながりをもたない。したがって、 ere(ないし、

honor)の誌が「レーン能力J(ないし、特定の「シルトJ)とほぼIIlJ義に用いられる場

;1ヒ11;52(3・208)1010 
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合についても、それは r(当時、一般に)ある者がレーン能力をもっために必要と
された討会的な地位、および、それに伴う社会的な声望」といった、もっと広い

意味で用いられている可能性をも念頭に置く必要があろう。

9) wisenの認については、前出レーン法15・2、註.5を参照。なおここでは、「レ

ーン法jの (ene= den m叩 )w肘 nの語がAVの(inalium dominum) transmittereに

対応していることから、(，新しい主君を指定するJという意味での)wisenの語の原義

はr(家臣を)別な主君の許に送る」りn.an den anderen Herren verw巴isen)である、
ということが判るであろう。

10)前註.8で述べたように、ザクセンシュピーゲル(およびAV)には、 r(レーン法仁
の)同身分者の家臣になればシルトが(一つ)下がる」という原則がある。した

がって、ある主君が同身分者の家臣になってシルトを下げた場合、彼の家臣もシ

ルトも(一つ)下げることになりかねない。後出レーシ法54・Iは、この場合に家

臣のとるべき措置について定めた条項であるが、それを参照することによって次

のことが判る。すなわち、ここで「誰か(ないし、家臣)を(して)彼の，1千領(ないし、

レーン)によって収める(ないし、より低いシルトへと身を落とさせる)Jと言われて

いるのは、主君が一一(単に)同身分者の家臣になり(家自に封与していたのとは)

別な所領を受領する(だけ)でなく一一それまで家臣に封与していた所領(そのも

の)をliiJ身分者から封与されることを指す、ということがそれで、ある。このレー

ン法25・1(=AVl・57、1・58)については、上級主君が前の主君によりもシル

トが( つ)低い(したがって、家臣と同格の)者を新しい主君として指定した場合、

家臣は(単にその主君の家臣になるだけでなりその主君から所領を受領せざるをえ

なくなることに注怠されたい。

11)ここでは、「レーン法」のぜisnicht rechtの諸に AVのnonest licitumが対応してい

る。そのことから(も)ここの rechtの語が形容詞であるることを確認できるであ

ろう。

12) c -cの箇所は「レーン法」では削除されている。その理由は、一つには、すぐ

後のレーン法25・3(後段)二AV1・61で、(おそらくこの場合をも含めて)この

「期間jニ「年期Jのことが(改めて)具体的に述べられているからであろうが、も
う一つ、次のことにもよることが考えられる。前註.2で指摘したように、 AV

においてはこの条項以前のところでは上級主君に対する授封更新請求(の手絞)が

それとして記述されておらず、また、「レーン法Jにおいても、少なくとも「主君
が(封相続人なしに)死亡した場合Jのことはそれとして述べられていないし、し

たがってまた、両者のいずれの場合にも、上級主君に対する授封更新の「年Jl:JJJ
がそれとしてう具体的に述べられるのは、実は後出のレーン法25・3(後段)=AV 

1・61が最初である。著者アイケが「レーン法」でこの「上述の期間内にJの語を
削除したのは、「レーン法」における改訂-補足に当たりそのことに気づいたから

ではないのか。(そのことによって、逆に著者自身が、特にAVにおいては、すでにこ

北i玄52(3・207)1009 
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こまでのところで r.l級I'."Hに対するK'対更新請求」のことを合めて述べてある、と考え
ていたことがはっきりするであろうんこの点については、ひきつづき次註・ 13をも

参照されたい。

13) d -dの筒所、(原文は ineum (=ヒ級主'ri)lranslata)も、「レーンi1;Jでは削除され

ている。この点に関連して注目されるのは、 iliiil:¥レーン法22・2、註・ 4の筒所

に実質上これと同義の anjuk brackt hebbe (= r貴殿(=王 ~j;) の許へもちこんだJ ) 

の認が補足されていることである。このことは、前出レーン法22・1-22・3が、

直接には封相続人が主君に授封を求める手続として記述されているにもかかわら

ず、家院が(王君異動の際に)新しい主+¥に授封を求める手続としても考えられて

いる、という(後出レーン法25・4=AV 1・62、註・ 2で改めて述べる)推定を支持

する方向に働くであろう。(なお、こうした推定が正しければ、前註.12で触れたi品Ti1i:

における「仁述の期Iml吋Jの誌の.tf無にl認して、もう つ次のことを付け加えることもで

きる。すなわち、後日iレーン法25・3(後段)=AV 1・61では、およそ家b.'.が(新しい)

主'f¥に授封更新を求めるべき期限=r年期」は(すべて)r 6迎と l年Jと明記されている。
一方、 mHllAV 1 .45では、封相続人が主君にt完封を求めるべき期限も r6.i11lと 1年以内

にJと明記されており、も L著者がその際(上級主JJに対するそれをも含めてH綬lJ>JiJW

i請求Jの手続をも併せて考えていたとすれば、 AV1・57に「上述の期間I人JJと洋かれた理

由は納得がいくし、逆にレーン法22・lではこれがr1年と 1日以内Jに改められている
([，，[条への政・ 2を参照)から、レーン法25・1では I.L述の期間l人Hこjの話はそれと民な

る点でも削除せざるをえないものになる、ということがそれであるん

25・2 alいずれかの者(=家l引を(上級)主君]1が、 bl彼(=家臣)が彼

(=上級主君)に対して(新しい)主君の指定 (wisunge)を求めてからbl.21 1年

とl日以内に、31 cl彼(=上級主君)自身の口で(=彼自身、直接に口頭で)CI ど

こへも(=いかなる新しい主君をも)指定 (wisen)しない41ならば、彼 (=.r.級?I'.

lnはそれ以後その者(=家使)をどこへも(=その者にいかなる新しい主君をも)
指定する (wisen)51ことをえず、彼(=家臣)にその(=家庄が授封更新を求める)

所領を自ら封与しなければならないoa)

AVl・59 a)上級主君 (superiordominus) 1)が誰か(=いずれかの家Gi.)を、

l 年と 6 週の期間(ないし、期限)内に、 31 彼の(=主主 [~i が授封児新を求める)

レーンとともに(新しい主君へと)向かわさせ (dec1inarefaciat)ない(=家I~i に

新しい主君を指定しない)41場合は、(仁級主君は)それ以後その者(=家臣)に

他の(新しい)主君を指定する (adiunger巴)51 ことをえず、彼(=家1';1)に自ら
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(その)レーンを封与すべきであるou

1)この場合、「主君」の語が「上級主君Jを指すことは、前出レーン法25・1(=AV 1 
. 57)とのつながりから明らかなだけでなく、対応する AV1・59のsupenor

dominusのE吾によっても確かめることができる。

2) b -bの箇所は、 AVに対応する文がなく、「レーン法Jで補足された(と臼され

る)ものである。(ヒ級主君による新しい主君の指定を意味する)wisungeの語がここ

にはじめて姿を見せることに注意されたい(前出レーン法15・2、註・ 4を参照)。

この点については、後註4と5をも参照されたい。

3) 11年と 1日」と 11年と 6週」の差については、前出レーン法13・1=AV 1・

103、註・ 3 、レーン法14 ・ 4 、 ~ì . 4、レーン法25・1=AV 1・57、註・ 12と

13を参照されたい。

4 )この箇所では、「レーン法」の wisen(= r新しい主君を指定するJ一一前出レーン法
15・2、註 5、および、 25・1=AV 1・57、註・ 9を参照)の語に AVのdeclinare

faciat (= r (新しい主君へと)向かわせるJ)の請が対応している。(悶みに、 J. F. 
NIERMEYER， Mediae latinitatis lexicon miuus， S. 306によれば、 declinareには serendre chez 

qq'unや etretransfere dans les mans de qq'unを意味する用例もある)。この点については、

ひきつつき次註・ 5をも参照されたい。

5 )この箇所では、「レーン法」の wlsenの諸に AVでも adiunge民(=r (新しい王君を)
指定するJ)の語が対応しているが、 wisenの語には前出 AV1・57(=レーン法25

1 )では transmlttereの話が (fri]条への誌 9を参照)、また、この AV1・59でも

すぐ上のところでは declinarefacereの語が対応している(前註・ 4を参照)ことを

考えると、この wisen(およびwisunge)の語についても、(前出レーン法15・2では

wlsungeでなく bew山 mgeの請が用いられているに Lても)、「レーンI去」における川訴

の統一・概念の明確化の傾向を認めることができょう。(なお、前5上.2で触れたb

-bの補足、および¥そこに wlsungeの語が姿を見せることも、こうした傾向との関連

で理解することができる)。

25・3(前段 a)息をく一人〉もつ主君が死亡する(ないし、した)場合、11

家臣は、彼の(主君の息=封相続人である)幼少の主君 Uunkherre)の(上級主君に

対し所領の授封更新を求めるべき)年期21内は、上級主君 (deovere heπeJ31に対

して彼の所領(の授封更新)を希求すべきでなし、。その(=彼の主計の封相続人で

ある)子が彼の(上級主君に授封吏新を求めるべき)年期をi隊怠する(ないし、した)

ならば、家臣はその後(改めて)bl (上級主君に対して)彼の所領の授封更新を求

める (volgen)41べきbl彼の年期をもつことになる(からである)0 al 
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AVl・60 alしかながら、主君が死亡し、その嫡出の(Iegitimus)息がそ

れまで生きている場合、11 その者(=主君)の家臣は、息の(=息、がヒ級主君に

対し授封更新を求めるべき)期間(ないし、期限)2)内は、上級主君 (superiOl

dominus) 31 に対して(彼=家臣の)レーン(の授封更新)を請うべきでない。

もし主君の(封相続人である)息がu二級主君に対してJ完封吏新を求めるべき)，j)
期間(ないし、期限)を慨息する(ないし、した)ならば、家臣は(上級主君に授

封更新を求めるべき)第2の期間(ないし、期限)を欠くわけではない(=改め

てもつことになる)(からである)0 al 

1 )この一文によって、このレーン法25・3=AV 1・60(以下)の条項は、主君が息

=封相続人を遺して死亡した場合に家臣のとるべき授封更新請求の手続を主題と

することが明らかになるだけでなく、前tUレーン法25・1=AV1.57、iU:・3

の筒所の「主君が死亡する場合」が「息=封相続人なしに死亡する場合jを念頭に

置いていることも、疑問の余地なく明らかになるであろう。なお、この筒所は、

AVでは「その嫡出の息がそれまで生きている場合Jとあったものが、「レーン法」
で単に「息をもっ(主君)Jと改訂されている。「嫡出でない息」は herscilt(=レーン

能力)を欠き(前tHレーン法2・1=AVl'4を参照)、主;fl(この場合、上級主計)は

そうした「へールシルトを欠く者」の臣従礼を拒むことができる、とされている

(前出レーン法23.1 =AV 1・50を参照)のに、「レーン法」ではなぜ「嫡出の」の誌

が削除されたのであろうかρ ここで想起されるのは、「レーン法」では、これより

も前のところに補足された条項によって、息、が父と|司じ hersciltを継承しうるの

は息が父と evenbordichの場合に限られることが明らかにされ(前LUレーン法21・

1を参照)、さらに、主君の息が亡父と evenbordichでない場合は家臣は授封吏新

を息に求めない(で、」ニ級主君に求める)ことができる、ということが前提されて

いること(前出レーン法20・3、註4を参照)である。こうした見解を前提する限り、

AVの記述は、「嫡出の息」であって父と「同等出生身分Jでない場合にも家臣は

(王君が息なしに死亡した場合と同じく)直接(=王君の息がそうするのを待たずに)上

級主君に授封吏新を求めることがありうることになって、不正確と言わざるをえ

ず、したがってこのレーン法25・3における「改訂」は、決して偶然にではなく、

前出レーン法20. 3や21・lの「補足」を前提にして(おそらくそれと同時に)それ

との関連で行われたもの、と解さなければならない。「レーン法Jにおける (i去的

論理構成の)r改善」の一環と首えるであろう。
2 )この「幼少の主主tJ (ないし、「息J)の年齢はこの条項の文言からははっきりしない

が、一般には(つまり、成熟=満12i置に達していれば一一後述・参照)、彼の(上級主
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nにj受封更新を求めるべき)1年期(ないし、期間)Jが16週と 1年(以内)Jであるこ
とは、すぐ後のレーン法25・3ニAV1・61によって、また、それが実質的には

「幼少の主君(ないし、忠、)がi二級主nから授封吏新を受けるまでのrHjJであること
は、やがて後出レーン法25・4=AV 1・62によってIlfjらかになる。ただし、も

し「幼少の主力J(ないL、[息1)が成熟(=満12成)に達していなければ、後出レー

ン法26・1=AVl.64、1・65に明らかなように、さらに彼が成熟に達するま

での期間がそれに加算されることに注Iまされたい。

3) de overe herre (ないし、 superiordominus)の訪については、前出レーン法25・1= 
AV 1 . 57、誌.6を参照。

4) volgenの語については、前tHレーン法2・6=AV 1・7、註・ 3、および、レ

ーン法15・2、註 2を参照。なお、この b-bの件は、 AVに対応箇所がなく、

「レーン法」て、補足された(と[Jされるjものであるが、それがなくても文脈から同

じ志、味のことを読み取ることは容易であり、その意味では純粋に「技術的」な補

足に属する、と d うべきであろう。

219 

(25・3、後段) c) (すなわち、家臣には)dl国王から(数えて、その)下にあ

るdl.SJ シルト (scilt)61 の数と同じ数だけ、 el彼の所領の授封更新を求めるべ

き引iI年期がある、それらの各々について6週と I年(の年期が)0 cl唱)

AV1 ・61 clすなわち、(家臣には)(最上級の主nからレーンが順次授封され
てきた)楯 (clypeus)61 の数と同じ数だけ、 (t完封更新を求めるべき)il 個別の期

間(ないし、期限)があり、それらの期間(ないし、期限)はそれぞれ l年と 6

週の時間をもっ(ことになる)0 cI'81 

5) d -dの箇所は、 AVに対応筒iiJi'がなく、「レーン法Jで補足された(とげされる)

ものであるが、 AVのようにiji.に「シルトの数と同じ数だけ」と i-;fっても、それが

「最上級の tltから授封されてきたシルトの数とト]じ数だけ」という立l味である

ことは、目lijtIJレーン法25. 3 (前段)=AV 1・60とのつながりから明らかであろ

う。「レーン法Jの「悶 l二から干にある」という補JEは、この点をさらに明確にし
ようとしたものと考えられるが、それによって、むしろ次のような問題が生ずる

ことに注意しなければならない。すなわち、①家IRに授封されるレーンは常に

国王から出発する「ライヒの所領J(前出レーン法4・3=AV 1・13、Jl.1を参照)

Jとi去52(3・203)1005



資料

とは限らず、主君のアイゲンを出発点とすることもあり(とりあえず、 l持出レーン

i1: 2・7を参)![D、②また、家院が上級主君に授封更新を求め彼から直接に(=シ

ルトを・つ飛ばして)授封されることもある(たとえば、前日iレ-/i去25・1=AV 1・

57、および、レーン法25・2=AV 1・59を参照)、という例を考えれば明らかなよう

に、主計がLI'j接に授封する家肢は主君よりもシルトが一つ下の者に限られないか

ら、故上級の主，gと(主主 F級の又)家臣の!日lのシルトの数は必ずしもあるレーンが

(その)家院に到達するまでの授封の数と一致するとは限らない、という問題がそ

れである(ただし、このうち②については、 AVの「シルトの数と同じ数だけ」という

表現にも、すでにlii]じ問題が伏在していた)。それにもかかわらず「レーン法」で「国

王から干にあるJという補起が施されたのは、一一特に後出レーン法71・2=
AV2・67で、「裁判権レーシJについて「国王から下に(=下りてきた、ないし、授

封された)JというleiJじ補佐が施されていることにうかがわれるようにー一、レー

ン市Jjを可能な限り(1ニド関係が明確で)公的なヒエラルヒーとして機能させようと

する者名のぶloJとも無関係ではありえま L、。(この点については、石川「へールシル

卜制J(4 )、 888-893引を参HH-ーただし、その891頁でこのレーン法25・3=AV 1・

61に関連して、 3箇所(4、6、8行自)に「上級主君jとあるのを[王君」に改めた上、

6idlと8行目の「上級主主?にJは1(主君に)Jと括弧でつつまなければならないんな

お、後註・ 8を参照されたい。

6) sciltの認については、TiifU'，レーン法 1(=AV 1・3)、註・ 3を、また、c1ypeus

の語については、tJij出 AV1・2(=レーン法 1)の beneficialisclypeus、および、

AV 1・6(前出)(=レーン法2・2)の clyp巴us目別lisの訪と同条への註 11を参

照されたい。

7) e -eの筒所は、 AVに付応筒所がなく、「レーン法jで補足された(と目される)

ものであるが、これについては前出レーン法25・3(前段)(=AVl・60)、註.4 

で述べたのとまったく同じことが言える。

8 )レーン法25・3(後段)について最も注目されるのは次のことである O この条項に

よれば、たとえば第5シルトをもっ参審自由人が第4シルトをもっフエイエル・

ヘル(多くの場合、グラーフ)から「ライヒの所領」を授封されている場合、この所

領は(多くの場合)同王(=第 lシルト)から教会諸侯(=第2シルト)へ、教会諸侯

から甘t1符諸侯(と第3シルト)へ、 jll:f谷諸侯からこのフライエル・へル(第4シルト)

へと授封されてきたものであるから、参審自由人である家臣は授封更新を求める

べき「年期JJ(ないし、 I!羽限j)を(第 lシルトと第5シルトの去、つまり)四つもつこ
とになる (vgl.Hi.， S. 130， Anm. 2)。しかし、この点については、前註.5で指摘

した問題のほかに、さらに次のような問題がある。すなわちこれは、前出レーン

11;25・3(fiij段)=AV 1・60に切らかなように、主君カf息=封相続人を遺して死

亡した場合については、家 L~i は新しい主君である息が上級主ねから授封吏新を受

けた後に新しい 'Ìニ対に対して授封~新を求めるべきである、という見解を承けた
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ものであるから、この命題が文宇通りに妥当するのは、(上掲の例でn えば)フライ

エル ヘルである主君や世俗諸侯であるヒ級主君(が封相続人を遺して死亡した)だ

けでなく、さらにその上に位援する教会諸侯ゃ悶王までも、同時に(少なくとも、

家臣の「年期J内に次々に)死亡した場合にだけ(しかも、封相続人以外の者が国王に

選ばれた場合や封相続人をもたぬ教会諸侯については、前出レーン法25.3 (前段)=

AV 1 .60のI.¥')，jを「後継者jと読み替えた上で)妥当するにすぎない。しかし、こ

うした事態は、現実には、それらの(上級)主君が十字軍に参加して皆戦死するか、

あるいは、管(ほ(J:同時に)疫病に要されるなどのきわめて例外的な事態を除くと、

まず起こりそうもないことである。そうだとすれば、この条項で述べられている

ことは、当時の「慣習法」を記録したもの、と考えることはできず、むしろ、著

者が「法的論理Jを駆使して前条(レーン法25・3(前段)=AV 1・60)の論理的帰
結を提示して見せたもの、と解すべきではないのか(前出「はじめに」、 3と5、お

よび、註.16を参照)0 (なお、前出レーン法25・1=AV 1・57で扱われているケースに

ついても、 I上級主君jが家臣の「年期」内に死亡することがありうるし、その場合、この

レーン法25・3(後段)=AV 1・61の規定は「と級主君jより上に位置する「主君J(た

ち)については妥当するはずである。この点については後出レーン法27・2= AV 1 .72 

b (後段)を参照)。なお、「レーン法」カT単なる「↑貫育法の(忠実な)記録」ではな

く、(その底本と ['1される)AVとくらべて、「法的概念構成Jゃ「法的論理jが(特に
AVへの改訂・補足によって)いちだんと明確なものになっていることは、本邦訳

(における検員わ全体を通じてさらに明らかになるはずであるが、この条項の場合、

対応する AV1・61にも、そうした「法的論理Jが(前註・ 5で指摘したように、や

や不明確な古を残すとはいえ)すでに姿を見せていることを見落とすわけにはいか

ない。この点については、なお、次のレーン法25・4=AV 1・62、1・63、設-

1、および、後出レーン25・5、註・ 7を参照されたい。

25・4 a)いずれの家臣の年期も、彼の主君が、彼(=家臣)が彼(=主君)か

ら受領すべき所領を、(上級主君から)授封される(ないし、された)時に始ま

るoa)l) b)けだし、いかなる主君も、それ(=所領)が彼(=主君)自身に封与

される前に、所領を封与することをえないからである。b)-2) Cただし、彼(=

主君)に対して主君(=上級主君)が不法に (mitunrechte) (ないし、{去の定めに反

して)(所領を)封与するのを拒んだ場合は別である03) また、彼の主君(=上級

主君)が国外にあるか、あるいは、捕虜になっていて、4)彼(=主君)が彼の所

領(の授封)を希求 (sinnen)することをえない場合には(ないし、にも)、彼(=

家臣)はそれ(=その所領)についてレーン法(上の権利)を行い(Ienrechtdun) 

(=自分の家臣に(又)授封し)、5) (また)5) その所領を(わがもの=自分のレーンと
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して)占取して彼の利用に供する (tosiner nut) (=小作地として貸し出す)6) (こと

ができる)、彼(=主君)が成熟(=満12歳)に達している (tosinen jaren komen si) 

限り。7) しかしながら、彼(=主君)がそれ(=所領)を受領する前に、彼(=主

君)がそれ(=所領)を封与する(ないし、した)場合は、彼(=主君)は彼等(=

家臣たち)(のため)にそれ(=その所領、ないし、それをレーンとして生涯占有・支

配させるという約定)を固く守る (sted巴h巴Iden)8)べきである。9)J 

AV 1・62 a)家臣の(授封を求めるべき)期間(ないし、期限)は、彼の主君

になるべき者が(上級主君から)その所領を授封される(ないし、された)日に

始まる。a)・j) AVl・63 b)主君がレーンを受領する前には、ど(のよ)う

(に)してそれ(=レーン)を家臣に封与することができる、というのかob)2)

1 )これに伴って、前出レーン25・3(後段)=AV 1・61で、家臣が(自分の上に位置

する)主君の数だけもっとされているそれぞれ f6週と 1年」の「年期J(ないし、「期限J) 

も、(各)主j(5が「年期I内に(各)上級王君からJ受封更新を受けると、実質的にはその分

だけ短縮されることになる、ということは改めて指摘するまでもあるまい。なお、この

点については、前出レーンi去22・5をも参照されたい。

2) liij出レーン法25・1=AV 1・57に始まると級主君に対する家臣の授封吏新請求に関する

記述は、 AVではここで終り、「レーン法Jではさらに「ドイツ語第2版」における補足、

および、次の (AVの対応条項のない)25・5が付け加えられているものの、その後、

レーン法26・1=AV 1・64からは、(家臣の)未成熟(=満12歳未満)の子による所

領の「相続」に主題が移る。この点に関連して注意を要するのは、前出レーン法

22・1=AV 1・45から、文言上、(直接には)1息J(=封相続人)に関して(レーン法
22・4=AV 1・49まで)述べられていたような具体的な手続の記述は、(主君に異動

が生じた際の)授封更新に関しては、それと明示された形では、ここまでのところ

に、また、これ以後全巻を通じても見当たらない、ということである。このこと

を、前出レーン法25・1=AV 1・57、註.2で述べたことと併せ考えると、著

者アイケは、家臣が新しい主君(特に、主君の封相続人)に授封更新を求める手続

も、署長臣の封相続人が(亡父の)主君に授封を求めるそれと(少なくとも、基本的に

は)同じものと考えていただけでなく、自rii出レーン法22・1=AV 1・45からレー

ン法22・AV4= 1・49までのところですでに(併せて)述べてある、と考えてい

た可能性さえある、と推定することもできょう。(なお、前出レーン法22・1=AV 1 

・45の日以では、忠誠官哲(ないし臣従干し)を捧げる者のことが[息jと脅かれていたの

に、その条項の途中から「家臣Jに変わることも、そのことと関係する可能性がある。言

うまでもなく、封相続人である「息Jは、(すでに亡父とともにその主君の「家臣jであっ
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た場合を除くと)、-~主には、(亡父の)主君に忠誠宣誓(ないし、þ"î従 +LJ を捧げた時に

はじめてその「家臣」になるのに対して、新しい主君に授封(吏新)を求める者は、すで

に前の王君の「家臣Jであったことに注意されたい)。

3 )この場合、前出レーン法22・3=AV 1・48、1-49によれば、「主君J(=前の主君
の「息J= r封相続人J)はその所領を「勤務なしに保持レ・・、またそれを彼の家臣
に(又)授封することができるんしたがって、この場合、「家臣」の「年期jは、「主

君」の捧げる忠誠宣誓(ないし、臣従キυが「不法に」拒まれた時に始まる、と解さ
れる。この点については、このレーン法25・4(の「ドイツ語第2版Jにおける補足)

でひきつづき述べられていること(特に後註・ 5の箇所)を参照されたい。

4 )この二つの場合、特にこの箇所の lantの語については、前出レーン法24・7、註

・9と10を参照されたし、。

5) lenrecht dun の語については、石川「ラント法とレーン法」、 1618~20頁、および、

前出レーン法2・6(=AV 1・7)、註-6、および、レーン法18、註・ 10を参照

されたいが、このレーン法25・4の場合、それが(具体的には)，(自分の家臣に)(又)

授封するjという意味であることは、(前註・ 3で触れた)前出レーン法22.3 (= 

AV 1・48、1・49)と対比することによって明らかにすることができる O なお、(後

の文章のはじめの)undeの語を，(また)Jと訳したのは、この lenrechtdunと(後の文

章の)sek underwinden (to siner nut)がそれぞれ別なことを指している、という理

解を前提にし、そのことをはっきりさせようとしたものである。この点について

は、ひきつづき次註.6を参照されたたい。

6) (to siner) nutの語については、前出レーン法14・1(=AVl .39)、註.4を参照。

(ただし上掲の邦訳は、この箆所の[ドイツ語第2版Jにおける補足も[ドイツ語第 1版」

(におけるそれ)と同じ用語i去にもとづいて記述されている、ということを前提にしてお

り、その前提が成り立たない可能性をも念頭におく必要がまったくないわけて、はない)。

7 )この「彼が成熟に達している限りJという一文は、(同じく「ドイツ語第2版jに属し
ているから)、後出レーン法26・1(=AV 1・64)以下の諸条項(とのつながり)を意

識して補足されたもの、と推定することができょう。

8) stede haldenという表現は、後出レーン法26・10、および、レーン法31・2(石川

「ヘールシルト市IJJ(2 )、 59~60頁、および、註・ 105を参照)にも見られる。

9 )この一文については、次のレーン法25・5、註.8、および、後出レーン法26・

10を参照されたい。

220 

25・51) 誰であれcr級)主君がある所領を(上級主君から)一度(レーンと
して)受領し(ており)彼の主君(=上級主君)が死亡する(ないし、した)場合、21
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あるいは、彼(=下級主君)が彼(=卜今級主tnから受領しているそうした所領を、

彼(=前出「彼の主君」、 l二級j二君)が(そのまた主君に)返還する(ないし、した)

(oplaten)場合、31ある下級主君から所領(の授封を求めてそれ)を受領すべきい

ずれの家臣も、41彼(=干級主君)に対して(所領の授封を求めるべき)年期を慨

怠する (sekverjaren) (=年期の悌怠により所領を失う)ことがあ(りう)る、51たと

えその主君(=ド級主君)が(まだ)それ(=その所領)を(新しい上級主君から)も

う一度(改めて)受領して(=授封更新を受けて)いなくても、61彼(=下級主活)

(自身)が(上級主君に対して、授封更新を求めるべき)年期を'際怠し(てその所領を

失っ)て (sekverjaren)いない限り。7) けだし、彼(=下級主君)は、その(=上級

主君から所領の授封更新を受けてはいないが、まだ年期を悌;怠していない=年期が

残っている)聞は、彼(=下級主君)が行う(又)授封によってその所領(について

の権利)を彼の主君(=新しい上級主君)から遠ざける (v巴men)(=奪う、なしい、

新しい上級主君の権利を侵す)ことをえないからである、81ただし、彼 (=T級主

君)が(レーン法廷の)判決をもって(mIt rechte)そうすることを強制される(な

いし、された)場合は除くJJ

1)この条項は、 AVに対応条項がなく、「レーン法Jで補足された(とけされる)もの

である O

2 )これと同じ表現 (ofsin herre stirft)は、前山レーン法25・1(=AVj.S7)、日E.3 

の箇所にも見られるが、 sinherreの語は、そこでは「下級主君Jを指していたの

に対して、ここでは「上級主君」を指している。そのことにもうかがわれるよう

に、このレーン法25・5では、家臣と主君の関係一般(ないし、家臣と下級主君の

関係だけ)でなく、(一段上の)下級主君と上級主君の関係も(むしろそれが中心的主

題として)扱われている。さらに、レーン法25・1(=AV 1・57)では、実質的に

は、 I(T級)主%lが息=封相続人なしに死亡した場合」だけが扱われているのに対

して、このレーン法25・5では、後註・ 7で述べるように、 I(上級)主君が息=

封相続人を遺して死亡した場合jのことも併せて考えられている、と解される O

3)この筒所、原文は一一前註・ 2に挙げた ofsin herre stirftにひきつづき oder 

he op let so gedan gut...となっているが、これと(基本的に)同じ表現:oder he sin 

gut op letは、 riijL!'， レーン法25・1(=AV 1 .57)にも見られる。この点について

は、前註・ 2を、また、 opJatenの語については、前出レーンi:t16(=AV 1・42)、
註・ 3を参照されたい。また、前出レーン法25・1(=AV 1・57)では、この後

さらに、 oderit (=sin gut) eme (=sime herren) verdelet wertとつづくが、このレー

ン法25・5ではこれに対!必する文が削除されている。
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4) r家臣」が「下級主君から所領を受領すべきJケースとして真先に考えられるのは、
それまでの下級主君が死亡しその息が(新しい主君として)その後を襲った場合で

あるが、この条項では、後出(特に後註・ 6と7)の箇所から、下級主君はひきつ

づき生存していることが判る。(因みに、このケースは、このレーン法25田 5で扱われ

ているケースを、(レーン制のピラミッドの)一段下のレヴェルに置き直しただけのこと

になる)。そこで以下においては、(主に)下級主君の家臣が死亡してその「息J=

「封相続人jがその後を襲う(いわゆる「相続Jの)場合が想定されている、と解し

て邦訳を進めることにする。(なお、このほかに、家臣が F級主君に所領を返還し、あ

るいは、所領が家臣から下級主君のレーン法廷の判決をもって剥奪されて、ード級主君に

そのは|き戻しJ(=持授封)を求めるケースも考えられるが、これらのケースは、「相続j

の場合に準じて考えることができるので、以下の考察においては省略する)。

5) r家臣」が「干級主君から所領を受領すべきj年期は、一般には、 r6週と 1年J(た

だし、「相続jの場合については、 r1年と 1日」または r6週と l年J一一前出レーン法22

1 =AV 1・45を参照)であるが、この箇所については、後出(後註 7)の箇所と

の関連で、「下級主君が(上級主君に対して)年期を慨怠していない」のに、「家院

が(下級王君に対して)年期を悌怠することがあ(りう)る」のか、あるとすれば、

それはいかなる場合か、という難問が伏在している。この問題については、次註

. 6、および、特に後誌・?を参照されたい。

6 )この条項は、(前註刷 2と3の箇所に明記きれているように)、上級主君が死亡した場

合、および、上級主君が(下級主君に授封したいた)所領を(そのまた王君に)返還し

た場合のことを扱っている。そのいずれの場合についても、下級主君が(上級主計

に対して)所領の授封更新を求めるべき「年期」が定められているから、その「年

期」内は、下級主君がまだ所領を「もう一度受領していないJ(=所領の授封更新を

受けていない)ことは当然あ(りう)る。しかし、この条項にはriij註・ 5で指摘し

た問題があるので、ここでは(その問題を次Jt:.7で論ずるための準備作業として)

下級主君の(上級 t君に対する)r年期J(とその「始期J)を復背しておきたい。
①上級主君が息=封相続人なしに死亡した場合は、所領は仁級主君の(そのま

た)主君の手に戻り、下級主君は上級主君の(そのまた)主君に対して授封更新を

求めることになるが、そのための「年期」は、前出レーン法25・1=AV1.57 

(註.12)、および、レーン法25・3(後段)=AV 1・61から、 f6週と 1年Jであ

り、上級主君の死亡とともに始まる、と考えられる。②上級主君が所領をその(ま

た)主君に返還した場合も同様である。(ただし、この①と②については、前出レー

ン法25'2 =AV 1 . 59によれば、上級王若の(そのまた)主君がト級主，nに(自ら授封せ

ず)新しい主君を指定しようとする場合、 r1年と 1日jまたは r1年と 6週J以内にそう

しなければならない、とされているので、下級主君が新しい王君から所領を受領するの

は、彼の「年期jよりもさらに(最大)fl年と 1日」ないLr6週と I年j遅れる可能性が

ある)。③仁級主君が息=封相続人を遺して死亡した場合には、下級主君i.:l:一一
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①・②の場合とは，\'~なりーー当然新いミ主おとして上級主君の「息」にJ完封更新

を求めることになり、その場合の「年期Jは、前出レーン法22・1=AV 1・45に

よれば、 11年と l日Jまたは 17逆!と l年」である O ただし、この場合、「息」は
(その家|主である)F級主君に授封する前に(自分の主殺である)1上級主君の(そのま

ま)主君」から所領を授封しなければならないので、下級主君は「息」の「年期j

内は授封更新を求めではならず、下級主君の「年先IjJは「息jがその主君(=上級

王君のそのまた王者)から所領をt完封された時に始まる(この点については、前出レー
ン法25・3と25.4=AV1・60-1・63を参照。つまり、この場合にも、下級主君がそ

の主1~ (=上級主君の息)から所領を受領するのは、彼の「年期jよりもさらに(紋大)¥1

年と 1I::l Jまたは 17週と l年J遅れる可能性がある)。

7)ここでは、(前出・ 5と6の箇所をも含めて)、下級主君が(まだ)新しい上級主君に

対して年期を慨怠しておらず、新しい主君から所領を受領して(も)いない問に、

下級主君から所領を受領すべき家臣が彼に対して年期を悌怠する、ということが

そもそもありうるのか、あるとすれば、それはいかなる場合かについて検討する。

(以下においては、議論を簡単にするために、家臣が授封(更新)を求めるべき年期を、

「レーン法jで11年と 1日(以内)J、AVで17週と l年Jとされている場合にも、 16遡

とl年jに統ーして論を進める一一この点については、前出レーン法13・1=AV 1・

103、註・ 3、および、レーン法14.4、註・ 4を参照)。

①家庄の年期の方が(たとえば父が死亡して←一前註・ 4を参照)先に始まり、

その後、(家臣の年期内に)上級主君が(息z 封相続人なしに)死亡しまたは(そのまた

主君に)所領を返還して、下級主君の年期が始まった場合には、(下級主君がまだ所

領を受領していなくても家臣の年期は進行する、と考える限り)、家臣が年期内に F級

主君に所領の授封を求めなければ、「年期jを悌怠するJ(ないし、したことになる)の

は明らかであろう(ただし、次註・ 8を参照)。②反対に、下級主君の年期の方が(上

級主君が息=封相続人なしに死亡し、または、(そのまた主君に)所領を返還して)先に

始まり、その後、下級主君の年期内に、家臣の年期が(たとえば父の死亡によって)

始まった場合、一般には、(つまり、下級主君が新しい上級主君に授封更新を求めた時

に直ちに授封されれば)、下級主君の年期内に家臣が(下級主君に対して)彼の年期

を慨怠することはありえない。(ただし、前註・ 6、②の末尾で指摘した場合には、(家

臣が彼の年期内に授封を求めなければ)、下級主君の年期がまだ終っておらず、所領を授

封していないl切に、家臣が彼の年期を慨怠することが生じうる)。③上級主15の方が(家

臣の父よりも)先に死亡しでも、その息=封相続人がある場合には、前註.6の

③で述べたように、下級主君の年期はその息が(上級主君のそのまた主君から)所

領を受領した時に始まり、(上述①の場合よりも)(最大)16泡と 1年J遅れる可能

性があるから、下級主君が(まだ)年期を慨怠しておらず所領を受領していない

!日jに、家臣が(下級主君に対する)彼の年期を慨怠することはありうる。(前註・ 2

で、このレーン法25・5ではこの場合のことも併せて考えられている、と述べたのはこ
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のためである)。ひきつづき、次註 8を参照されたい。

8 )この筒所、原文は wenthe ne m低hde wile sime herren nicht vern叩 andeme gude mit 

d目 lenungede he dutであるが、これは、(前出レーン法25・4=AV 1 .63、註 2の

箇所の、「いかなる主君も、それカミ彼自身に封らされる前に、所領を封与することをえな

いjという原則に従って)、「下級主君は、まだ所領を授封していない聞は、それを

1'1分の家臣に封与することによって、その所領について新しい上級主君の(特に、

自らそれを授封するーーすぐ後の①を参照)r権利Jを奪う(ないし、侵す)ことはで
きない」という論旨に解するほかないと思われる。しかし、この一文については、

幾っか検討を要する問題がある。

①上記・引用でアンダーラインを付した箇所の heを(直前の)r彼の主君Jと解
し、その件を r(新しい)土級主君の行う授封について」と解することも不可能で
はない、と思われるが、そう解してみても、実質的には、結局は上街・邦訳と同

じ論旨になる。この条項(註・ 6の筒所)では、 F級主;πがその所領をやがて (f庄
の年期内に)新しい k級主君から受領することが前提されているので、「下級主君

が彼の行う(又)授封によってその所領を彼の主君(=新しい上級王君)から遠ざけ

る」と迂っても、「遠ざけられる」のは所領についての(実体的な)支配権であると

は考えられず、「新しいよ級主君が行う授封(の権利)Jということになるからであ

る。②もっと深刻なのは次のような疑問であろう O すなわち、もし下級主君が所

領をまだ(改めて)受領していない問は、それを内分の家臣に授封することができ

ないとすれば、前主・ 7の(①と③だけでなく、②のー般的ケースをも含めた)す

べてのケースについて、家i主は(およそその年期中に授封を受けられないのだから)

彼の年期を悌怠せざるをえないことになるのではないか、という疑問がそれであ

る。しかし、こうした帰結は(前註・ 5の筒所の)r年期を悌台、することがあ(り
う)る (mach)Jという文三と矛盾するだけではない。前出レーン法22・5では、

「家臣は(所領の授封を)希求(すること)によって彼の年期を延長(ないし、更新)す

る」、つまり、家臣は所領の授封を希求すれば(必ずしも¥{{ちに所領を受領しなくて

も)年期を悌怠することにはならない、ということが明示的に述べられている。

(肉みに、前出レーン法25.4は、「ドイツ語第2版jにおける補足で、「主君が所領を受領

する前にそれを封与 Lた場合は、彼は彼等(=家臣たち)(のため)にそれを固く守るべき

であるJと述べているが、これは、(ほんらい許されないはずの)所領の受領以前の授封を、

(この場合には、年期の延長と言わんよりはむしろ)(自分が所領を受領Lた時に)授封(す

るという、そ)の「約定jと見なしてのことであろう)。③念のために指摘しておきた

いことがもう一つある O 前出レーン法 7・3(=AV 1・26)では、.:f'君が家臣に

あるiiJf領を(又)授封した場合、「そのことによって主君から上級主君に対してゲ

ヴェーレが遠ざけられたことにはならなしづ、とされていた。そこで、(同条のこ

の件だけを読んで)、このレーン法25・5の場合にも、一一②で上述したのとは逆

にーーたとえ F級主君が「その問に」家臣に所領を「授封Jしでも、下級主君は、

北i去52(3・195)997
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彼のもつ「ゲヴェーレJの権利を行使しただけのことであり、それによって、そ

の所領について彼の主君(=新しいヒ級主君)のもつ権利を侵すことにならないの

ではないか、と速断しではならない。前出レーン法7・3で扱われているのは、

(特に対応する AV1 . 26で、 fl皮(=主君)に封与された所領」と明記されていることから

明らかなように)、n-級)主君が所領をすでに上級主"gから授封されている場合で
あり、また、そこで言及されている「ゲヴューレJは、(下級)主君が上級主君に

対しでもつ(言わば)r実体的」な「権利」であるのに対して、このレーン法25・5
では、(①で上述したように)新しい上級主君がもっ(自ら)家臣に所領を「授封す

るJ権利が問題になっているからである。(凶みに、このレーン法25・5は、この点
を考えると、むしろ同条b-bの箇所の上掲・邦訳を支持する方向に働くであろう一一

同条への註.4を参照)。ひきつづき次註・ 9をも参照されたい。

9 )この末尾の一文は、全体としては、下級主君が(自分は望まないのに)彼の(主宰す

る)レーン法廷の判決によって、彼がまだ(新しい)上級主君から受領していない

聞に、自分に授封を求めてきた(自支同))家臣に授封せざるをえない場合にかかわ

る、と解される。(ただし、その場合、彼のレーン法・廷は(ほんらいはJr違法jな(二法

の定めに反した)判決を下したことにならないのか、という疑問が生ずるが、それについ

てはすぐに後述する)。主君が家臣に授封した所領について保障できない場合につ

いて、(王君が「自らの裁量にもとづいて」授封した所領を家臣に「補償jしなければなら

ない、とする後出レーン法33.1 =AV 1・86との対比において)、後:出レーンj去33・

2 (=AV 1・87)では、「主君がレーン法(廷の判決)をもって (mitlenrechte)彼が

所領を封与することを強制され、それ(=その授封)が適法に (mitrechte)彼られ

た場合」は、主君は家臣に「補償」するに及ばない、とされている。これによっ

て、(一般に)主君が(自らの意思に反して)彼のレーン法廷の判決によって家臣に授

封を強制される場合がありうること、また、このレーン法廷の判決が「適法に」

(少なくともこのレーン法25・5の場合には、まず間違いなく、新しい上級主君のレーン

法廷の判決をもって)r破られるJことがありうること(つまり、それはやはり「違法」
な判決であったこと)、(さらに、レーン法25・5のこの箇所のmitrechteがレーン法33・

2の一一mitrechteではなく mit lenrechteと同義であること)が判るであろう。

221 

26・ al子たちの年期(=子たちが亡父のレーンの授封を主君に求めるべき年

期)は、彼等の出生から(数えて)13年と 6週Ilである。しかしながら、 blその

後(=子たちが主君から授封された後)、誰かが彼等のレーン(の帰属)をめぐり

彼等を訴えようとする場合、b).，) υ彼等が成年に (10si nen dagen)、すなわち21

~t. i:去52(3 ・ 194)996
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年(=満21歳)に達していない聞は、C卜31彼等は、 dl彼等の主君の家臣(の中の)

一人をレーン法廷において (tolenrechte)彼等を代表・擁護する (vorestan)dl '41 

後見人として受け取る (nemen)ことができる。al.51 elその者(=後見人)に対し

て彼等は、指(の動作、具体的には一本の指を揚げること)と舌(=言葉、決められ

た文言を述べること)によって (mitvingeren unde mit tungen)、61勝つも(ないし、

勝訴しでも)敗けるも(ないし、敗訴しでも)(すべてを後見人に委ねるという)、保

障 (dewere) 71を誓約しなければならないF f)子の成熟り訂)(ないし、年齢

)討を、人は、母が彼(=子)を受胎(ないし、妊娠)した時からではなく、母が

彼(=子)を儲け、そして彼(=子)が〔生きて〕この世に生まれた時から数え

るべきであるJI9)

AV 1・64 al (男の)子たちの期限 (puerorumterminum) (=男の子たちが

亡父のレーンの授封を主君に求めるべき期限)は、彼等の生年(が)、 6週と13年

(の時)11である O しかしながら、(彼等は)、 b)成熟期の問は (in仕aadolescentiam) 

(後出を参照)、(彼等がそれを)必要とする場合、bト2) 後見人(tutor)をもつこと

ができる。aト51 AV 1・65 c)成熟期(adolescentia)は、(彼等の生年)、 12年

(=満12歳)に始まり、11そして24年(=満24歳)で終るoc)3)

1 )子が「成熟に達するJ(to sinen jaren komen)のは、満12歳の時である。(このことは、
AV 1・65には明記されているが、それに対応する c-cの筒所では省略されており、ザ

クセンシュピ ゲルでは一一「ラント法jをも含めて一一具体的に述べられている箇所

が見当たらない。しかし、それが一当時の「常識Jに属していたことは、「邦訳J、ラント法

1・42・2、註・ Iで挙げた当時の「判告jにも明らかであるんしたがって、 r13年と

6週Jという期間は、(子が成熟に達するまでの)112年Jと(一般に息=封相続人が主

君に授封を求めるべき年期)16週と 1年」が合算されたものと考えられ、(未成熟の

問に授封されなかった)子の年期は成熟に達した時に始まり(その後)6週と 1年で

終る、と弓い換えることも可能で、あるo(なお、封相続人が授封を求めるべき年期は、

前出レーン法22・1では 11年と 1日j、それに対Jt・する AV1・45では r7週と 1年」に

なっているが、この 16週jないし 17週jの差については、前出レーン法13・1=AV 1 

・103、誌.3、および、レーン法14・4、設.4を参照されたい)。

2 )この箇所は、 AVで「成熟期の間は、(彼等がそれを)必要とする場合Jとあったも

のが、「レーン法」では、「その後、誰かが彼等のレーン(の帰属)をめぐり彼等を

訴えようとする場合Jと具体的な叙述に「改訂」されている。この点については、
後註・ 4を参照されたい。また、その中の「その後J(dar na)は、「誰かが彼等の
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レーンをめぐり彼等を訴えようと]しているのだから、(f彼等の出生から13年と 6

週後Jではなく)、「彼等が(成熟に達して)主君から授封された後J(成年に達していな

い間は一一次註・ 3の筒所)という意味になるであろう。それと AVの「成熟期の

~fl はJ との異|司については、次註・ 3 を参照されたい。

3 )この c-cの筒所について真先にi主lヨされるのは、「成年J(日ndωh)に達するの

が、「レーン法Jでは 121年J(=満21歳)とされているのに、 AVでは 124年J(=満

24歳)とされている(ないし、いた)ことである。エックハルトが(その論文 Die

Volljahrigkeitsgre羽田 von24 Jahrenで)明らかにしたように(前出「はじめに」、註.21を

参照)、 AVだけでなく、 GorlitzerRechtsbuch (の対応条項=18!i 4)でも、「成熟期

(diu jugit)は124年J(=満24歳)で終るJとされている。このことは、言うまでも

なく、 Gorlitzer Rechtsbuchが一一一「ザクセンシュピーゲル・レーン法Jではなく

一一AVを底本として用いた蓋然性の高いことを示すだけでなしこの 124年J
から 121i!'.Jへの「成年」の(実質的)改訂が、「ドイツ語版・ザクセンシュピーゲ

ルjにおいてはじめて行われた可能性をも(強く)示唆している。また、この「レ

ーン法Jのc-cの箇所は、 AV1・65の記述を改訂して組みこんだものと思わ

れるが、その際、「成塾期Jの始期 (=12年ないし満12歳)は割愛されている。この
「改訂jは、前註 2で述べたb-bにおいて、 AVでは「成熟期の間は」とあっ

た筒所が「その後」に改められていることと併せ考えると、次のような推定につ

ながる。すなわち、 AVでは、成熟期(=満12歳から満24歳まで)の子は(それを必

要とする場合)、(全般的に子の後見に当たる)後見人をもつことができると解するこ

とができるのに対して、「レーン法jでは、子が(成熟=満12歳に達して)主君から

授封された後(前註・ 2を参照)、子が所領の帰属をめぐり訴えられた場合、レー

ン法廷において彼等を代表 擁護する後見人を(その都度)もつことができる、と

いうことが明確になっている。この点については、ひきつづき次註.4を参照さ

れたい。

4 )このd-dの箇所も、「レーン法」で補足された(と白される)ものであるが、そこ

で後見人の法廷における役割が強調されているだけでなく、後見人が「主君の家

gi.Jと明記されていることが注目される。 I前註・ 3で述べたb-bの箇所と相

侠って、この条項の「後見人」が(法定後見人ではなく)必要に応じてその都度与え

られる後見人であることが(強く)示唆されているからである。悶みに、法廷で

(法定後見人が居合わせない場合に)(その都度)与えられる後見人については、たと

えばラント法 1・43(石)11I平和と法」、註・ 139を参照)の例がある。また、このレ

ーン法26・lで (vormunde)ncmenの話が用いられていることも、このことと関

係する可能性がある。(なお、石川「へールシルト市IJJ(4 )、 879頁で、この条項に関連

して、「成年(=満21歳)に達しない子の後見人は、(多くは)主君自身、あるいは、(主君

でない場合には)主君の家庄の一人とされている(つまり、主君の家臣であっても「法定

後見人jであるとは限らない)Jとしたことは(特にアンダーラインの箇所が)不正確であ

北法52(3 '192) 994 
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り、補正(=アンダーラインの筒y好を削除すること)が必要である O アイケ以後のテキス

ト(Or由mng!Ia)に属するものであるが、ラント法1・32・2に、「レーン法廷においては

(ωle明日chte)( :-邦訳jはそのように改めたい)、たとえある子が成熟に達していても、彼

の法定後見人は彼の所領について彼の利益のために彼を代表 擁護すべく、また、千の

法(=レーン法上の義務)に従って彼(=子)の主君に対して勤務すべきである、彼(=

子)が、彼の暗愚、または彼の幼稚、または彼の身体の非力のゆえに、自ら事を処理しえ

ない間はj、とあることも参照されたい)。

5 )この件、「レーン法jとAVの相違については、前註.4を、また AVのtutorの諸

については、後出 AV1・69・a(=レーン法26・3)を参照されたい。

6) Hi.， S. 131， Anm. 3を参照。

7)この箇所の de附 reの請が(訴訟土の)r保障J(=Gewahr)を意味することは一一
文脈上一一疑う余地がない (vgl.Hi.， S. 131 =gewahr; Sch.， S. 275=Gewahr叫 a白)。と

ころが、ラント法 3・83・3Uドイツ語第2版J)のmenscal eme (=deme gewere) 

制 gutlaten in sme gewereωbehaldene undeωverleseneの箇所の gewe悶の語は、

その直前に、「アイゲンまたは動産を(法廷譲渡によらずに)売却する者は、彼が生

きている問、それについて保障人(ないし、追奪担保人)(gewe陀)であるべきであ

る」、と明記されているにもかかわらず、一般には Besitzと解されている (Sch.， 

S.230 (ただし、「ラント法jはR.SCHMIDT-WI回出NT訳); K. A. ECKHARDT. Sachsenspie-

gel. Land陀chtin hochdeutscher Ub町岡山ng，1967唱 S.131)。なお、『邦訳』、 345頁および

註.2は、ヒルシュの見解一一一Mansoll ihm das gut belassen in seiner gewere fur 

behalt oder verlust (Hi.， S. 294) に従ったものであるが、彼の見解は(特に a.a 

O.，'Anm.4の[たとえば所有者が売却し、なお Lehnsmannとし℃ゲヴェーレの中にとどま

るJという記述にうかがわれるように、ラント法 1・34・2のケースを念頭に置いたもの

であり、したがって gewe陀の語を「占有jの意味に解している可能性が大きいが、少な

くとも)今ひとつはっきりしない、と言わざるをえない。

8) jarの語にはもちろん「生年J(= r年齢J)の意味もあるが、ここでは特に「成熟」
(=満12歳)が問題になっているので(前註・ lと2を参照)、上掲のように訳してお

いたO

9 )前出レーン法20・1(=AV 1 . 44)、および、ラント法 1・33を参照。

222 

26・2 alくまた〉誰であれ、子の(=子に授封された)レーンを彼(=子)の

成熟以前に (binnensinen jaren) (ないし、子が未成熟=満12歳未満の間に)、IJ(主

君から自分に授封されたレーンであると)主張する (anspraken)者があり、人(=
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r、あるいは、そのレーン法廷)がそれ(=その所領)を彼(=その者)に(=それが

彼のレーンであることを)承認しない(=否認する)場合は、そのことを主君が子

に代って子の家臣たちとともに(=主君が子に代り子のレーン法廷を主宰しそこ

で)決定すべきであり、あるいは、(次の場合には)、子の(法定)後見人が(後代

の補正.によれば、子の後見人〈とともに>) 2) (決定すべきである)、(すなわち)子に

あるいは彼(=子の(法定)後見人)自身にアンゲフェレ (angevelle)(=所領収益

取得権)3)が封与されている場合には04) 主君は、彼がアンゲフェレ(=所領収

益取得権)3) を封与せずに(自分で)もっている限り、子が彼から受領している

所領について常に子の後見人であって、5)'a) b)子が成熟(=満12歳)に達する

(to sinen jaren komen)までその所領の収延 (gelt)61を取得すべきである。bl.7)

c)彼の成熟以前には、8)子が d)レーン法廷において (tolenrechte)d)'9)年期を慨

怠する(そして、それによって彼の所領を失う)ことはできなしべないし、許されな

)
 
ハUl
 
)
 
C
 
。
)
 、

E
U
V
 

AVl ・6711) b) (男の)子たちのレーン(から)の収益(puerorum benefici-

ales reditus) 6)は、彼等が12年(=満12歳)に達するまでの問、主君が取得する

ことになる。b)ω7) AV 1・6810) c)幼少期の問は (infrapuerilem terminum)81 

(男の)子たちは誰に対しでも(授封を求めるべき期限を)慨怠する(そして、そ

れによって彼等の所領を失う)ことは(決して)なし 30C)

1 )丘一 aの箇所は、 AVに対応筒所がなく、「レーン法」で補足された(と目される)

ものであるが、この binnen日nenJarenのE苦によって、ー一一前出レーン法26・lに

おいて、主に子が成熟(=満12歳)に達した後の「後見人」についてはVにかなり

の分訴の「補正」を加えて)論じたのとは呉なり一一、この条項においては(子の)

「成熟以前jのことが扱われている、ということが明確になっている(後註 2と

8を参照)。また、(封相続人である)子が成熟以前に所領を授封されることがあ(り

う)るということについては、後註・ 5、および、後出レーン法26・5(=AV 1・

69・b、AV1・70、1. 71 . a)を参照されたい。

2 )この箇所、原文ではく mi!) des kindes vormundenと(アイケ以後)milの訴が補わ

れているo この補足は、「ドイツ語第 1版」の mi!des kindes mannenのmllがdes

kindes vormundenまでかかり、(したがって)、 r(アンゲフェレが子または後兄人に封
与されている場合には)子の後見人とともに決定する」という理解にもとづいて行

われたものである。しかし、私見によれは¥この(アイケ以後の)補祭者の理解は

~ヒ法52(3 ・ 190)992
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正しくない。このレーン法26・2の冒頭では、(未成熟の子が王君から授封された場

合一一後出レーンi去26・5、26・6を参照一ーを想定し)、子が未成熟の問に子の家

臣が子の(=子に授封された)所領(の官11)を(それが一一主君から一一自分に授封

された)自分のレーンであると主張するケースを扱っており、それが子のレーン

法廷で争われている(因みに、「子の家臣たちとともにjの誇は、「子のレーン法廷で」と

同義である)。さらに、この条項は、後続(註・ 4と5)の箇所で、子のレーン法廷

を子に代って「主君jが主宰する場合と「後見人」が主宰する場合とに分け、それ

を「アンゲ、フェレJ(次註・ 3を参照)をHiカfもっているか(あるいは、レーン法上の

「後見人」は誰か)という観点から説明しているが、(アイケ以後の)r補足」のように、
「そのことを主君が子に代って……子の後見人とともに決定するJと解したので
は、(1主君が子の後見人とともに決定する」というのは具体的にどういうことか、また、

それはいかなる法的根拠にもとづくのか、不明なだけでなく)、「アンゲフェレjの帰属

とレーン法上の「後見人」の関係についての(1ドイツ語第 l版jてわざわざ[補足」

された)説明とのつながりもはっきりしなくなるであろう。なお、以上の考察に

明らかなように、この条項の「子の後見人Jは、前出レーン法26.1の「後見人J
(同条への註・ 4を参照)とは異なり、次のレーン法26・3(註・ 2の箇所)に出てく

るsinrechte vormunde ( =法定後見人)であることに注意されたい。

3) angevelle (または anevelle)の語は、後出b-bの箇所から明らかなように、子が

未成熟(=満12歳未満)の問、(彼が亡父から相続した)レーンの収益を取得する権利

を指す。なお、「収益」の諸については、後註.6を参照。

4 )この一文によって、未成熟の子あるいはその「後見人J(自身)にアンゲフェレが

封与される場合があることが判る。すぐに後続する箇所からも明らかなように、

アンゲフェレが封与されていない場合は、主君が常に(レーンI土上の)r後見人」で
あるから、この(アンゲフェレを封与される)r後見人」は、(前述レーン法26・l、成
熟に達した子に法廷でその都度与えられる「後見人jではなく)、次のレーン法26・3

(註・ 2の筒所)に出てくる sinrechte vormunde (対応する AV1・69・aでは mundi-

bard山s)(=法定後見人)であり、この「法定後見人」が(子あるいは後見人自身にアン

ゲフェレが封与された場合は)同時に未成熟の子のレーン法仁の「後見人」でもある、

と解される。(この点については、次のレーン法26・3=AV 1・69・a、 ~ì . 2をも参

照)。

5 )この(I主君は .Jに始まる)件も、「レーン法Jにおける補足に属する(と目される)

ものであり(前註・ 1を参照)、それによって次のことが判る。すなわち、未成熟

の子が主君から所領を授封されても、アンゲフェレの権利は主君に属し、主君が

それを(子やその後見人に封与せずに)自らもっている場合があること、また、そ

うした場合、主君は常に未成熟の子の(レーン法上の)r後見人」であること、以上
がそれで、ある O なお、後註.7をも参照されたい。

6) gelt (=red(d)itus)の語は、前出レーン法14・1(=AV 1・39、1・40)、註.4と
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5で詳論しておいたように、(立二に)小作人に貸し11'，された所領からの収益、具体

的には tins(=賃料、小作料)を窓味する。そのことは、この条項については、(前

出レーン法14・1、註 4でも触れたように)、次のレーン法26.3では geltの諮が

AV (1 ・69・旦)の censusの諸に対応している、ということによっても確かめる

ことができる。

7) b -bの箇所だけをくらべると、「レーン法jとAVは、「子が満12歳に達するま

での問、主君は子の所領(から)の収益を取得するj、という同旨のことを述べて

いる。しかし、「レーン法Jでは、その前に a-a (特に「主君は…・・ j以下)の「補
足」が施された結果、前から通して読むと、その論旨は次の2点で AVと異なっ

たものになっている。①「主君がアンゲフェレを封与せずにもっている限りJと

いう限定が付け加えられていること。(なお、 AVには angevelle(または anevelle)に相

当するラテン話の術誌は見当たらず一一後出 AV1・72・a(=レーン法26・6)を参照

一一、また、 angevelleに関する記述も(まだ)きわめて少なし「レーン法Jにおけるア

ンゲフェレに関する記述は、大部分、 AVに士山心箇所のない、つまり「レーン法」で新た

に補足された(と目される)ものであることに注意されたい)。②(以上の限定を付した

上で、つまり、主君が子またはその後見人にアンゲフェレを封与した場合を除き←一前

註・ 4を参照)、「主君は子が彼から受領している所領について常に子の後見人で

ある」ことが明記され、子が未成熟の問主君のもつアンゲフェレの楼利は、彼の

レーン法上の後見人としての地位にもとづくものであることが判る。(これに対し

て、 AVでは主君の後見人としての地位については明示的に述べられておらず、したがっ

て、主君が子の所領(から)の収益を取得するのはいかなる法的根拠にもとづくのか、必

ずしも判然としない)。

8 )ここでは、 AVの infrapuerilem terminumの語に「レーン法」の binnensinen jaren 

の語が対応しており、両者が実質的に同旨であることは言うまでもない。このこ

とからも、 AVでは puer(i)の語が「成熟期以前(=満12際一未満)の(男の)子」を指

して用いられていることがうかがわれる。「レーン法Jのkint(kinder)の語にも、

同じ傾向が認められるが、たとえば前出レーン法25・3(前段)の datkintは、対

応する AV1・60では filiumdominiになっており、 kint(kinder)の語が常に「未成

熟の子Jを指しているとは限らない。

9 )この (d-dの箇所の)to lenrechteの語も、「レーン法」で補足された(と目される)

ものである。この筒所の tolenrechteは(文脈から)rレーン法上]と読んで読めな
いこともないであろう。しかし、直前のレーン法26・1(の特に「レーン法」で「補

足jされた筒所一一同条への註.4を参照)、および、直後のレーン法26・3は、い

ずれも子が「レーン法廷」において授封を求める手続を扱っているので、それと

の関連から、 c-cの箇所は、「たとえ子が成熟に達する以前にレーン法廷で授

封を求めるべき年期を僻怠したとして主君から問責されることがあっても、子が

(レーン法廷の判決をもって)亡父の所領を失うことがあってはならないJ、という趣
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旨のことを述べたものと解して、上掲のように邦訳した。(なお、この解釈は、石

川「ラント法とレーン法」、 1636頁、託 .48でもすでに述べておいたものだが、 ["J註では

「レーン法26・2Jとあるべきところが、誤って 126・7Jとなっている。この機会に訂正

しておきたい)。

10)前註・ 9を参照。

11) rアウクトル・ヴェートウス」では、前出(レーン法26・1に対J;tする)AV 1・64と
1・65の後には、もちろん AV1・66がつづいているが、「レーン法Jではこれ

(=AV 1 .66)に対応する(とされている)条項は後出レーン法26・4であり、 AV

1・67、1・68に対応するこのレーン法26・2、および、 AV1・69に対応する

次のレーン法26・3の後に移されている。この位置の移動(の理由)については、

後出レーン法26・4(=AV 1・66)で考察するo

26・3 al主君が子が成熟(=満12歳)に (tosinen jaren)達している11ことを

信じようとしない場合は、そのことを bl子または彼の法定後見人 (sinrechte 

vormunde)、あるいは、主君の家臣一人がbl.21霊遺物にかけて宣誓(することに

よって保障)(geweren)しなければならず(ないし、宣誓・保障しなければならな

いが)、主君はそれ以降、子の所領からくもはや〉いかなる収益 (gelt)31をも

取得することをえない。41.al

AVl ・69・a51 alもし主君が(男の)子 (puer)が12年(=満12歳)である

(ないし、になっている)11ことを信じようとしないならば、そのことをその

者(=子)の (illius)bl後見人 (mundibardius)がbl-21宣誓をもって保障する

(iuramento affirmare)ことになる O それ以後、主君が子の(=子に支払われる

べき)賃料(ないし、小作料)(census) 31 を受け取ることは許されない04)a)

1 )この箇所では、「レーン法」の「成熟」の5吾が「満12歳」を立味することは、対応す

るAVの記述から確認できる(前出レーン法26・1=AV 1 .64、設・ 1を参照)。ま

た、この箇所(および、この条項会体)においては、 kintの話AVのpuerに対!必し

ているが、それについては、前出レーン法26・2=AV 1・67、註 8を参照さ

れたし'0 なお、このレーン法26・3=AV 1・69・aにおいては、主君はそれを信じよ

うと Lないが、子ーはすでに成熟=満12歳に達していることが前提されている一一この点

については、次註・ 2を参照 ことに注意されたい)。

2 )この b-bの箇所、 AVでは単に illiusmundibardiusとあったものが、[レーン法」

でsinrechte vormundeと訳され、さらに、その1iliにdatkint (oder)の語、その後
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に (oder)en des herren manの語が「補足」された(と目される)ものである。

このうち、まず illiusmundibardius sin rechte vormundeについて一一。「ラン

ト法J( 1・23・1)によれば、子が成熟に達するまでの問、彼の最年長(同等出生

身分)の「告IJ親J(swcrtmach) (=父系の男性親)カf後見人になる。これが recht(e)

vormunde = r法定後見人Jであり、後出レーン法26・5(=AV 1・69・6、1. 70、
1・71・a)によると、成熟に透していない子を「後見人」が主君の許へ連れてい

き、子に授封することを主君に求めているが、この「後見人Jも当然、「法定後見
人」である。また、前出レーン法26・2によると、アンゲフェレ(=子が未成熟の

llilの所領収主主取得権)が(この)r (法定)後見人」に封守されることもあるが、この
場合、(主't5は子のレーン法上の「後見人Jではないから)、 r(法定)後見人jがレーン
法上も子の後見人になる、と考えられる。(なお、「法定後見人」の地位・役割は一一

原則として一一子が成熟に達すると終る。この点については、前山レーン法26・1(= 

AV J・64、1・65)、設・ 4の末尾に51ffiしたラント法 1. 32 . 2を参照されたい)。

次に、以 l二のことを前提にして、このレーン法26・3(=AV 1 . 69' a)が具体

的にいかなるケースにかかわるのか、を考えてみよう。なぜ主君は子が成熟に達

していることを認めないのか、あるいは、そもそも子が成熟に達しているか否か

がなぜ主君と子(または、その法定後見人)の問で問題になるのか。それまで(=子

が未成熟の問)主君がアンゲフェレ(=所領収益取得権)を子またはその(法定)後見

人に封与せず自分でもっていたからであ(り、この条項の末尾で、[主君はそれ以降、

子の所領からいかなる収益をも取得することをえないJ旨(わざわざ)強調されているこ

とによっても、そのことが裏づけられ)る。したがって、この条項で想定されている

のは次のようなケースである、と見当がつく。子が未成熟の問、主君は子に(子

の亡父のものであった)所領そのものをまだ授封していなかったか、あるいは、(所

領そのものは授封していても)アンゲフェレ(=所領収益取得権)は(子、または、その

法定後見人に)封与せずに自分でもっていた。やがて子が成熟に達する O そこで、

「法定後見人」が子を連れて主君の許へ赴き、子が成熟に達した旨を告げ、所鎮

の授封、あるいは、アンゲフェレの返還を求める。それに対して、主君が子はま

だ成熟に達していないのではないかと疑い、その求めに応じようとしない。一一一

以上のようなケースがそれである。

この場合、主君に対抗して、子がすでに成熟に達していることを宣誓(によっ

て保|笥)するのは、 AV(1・69.a)では、 illiusmundibardiusだけである。この訟

が「子の法定後見人」を指すことは明らかであるが、ここで「法定後見人」だけに

言及されていることは、(下手をすると)主君の主張(=子が未成熟であること)を前

fiiしていることになりかねない。(なお、この mundibardiusの諾の綴り方について一言

しておきたし、。ここで mundibardiusのMb'Jミ用いられたのは、一一Text1， S. 135のGlossar

が示唆しているのとは異なりーへそれが(ラント法上の)I法定後見人Jを指すからで

はなく、前行末の illiusと無碍に絡を踏もうとしたからであろう。そのことは、ほんらい
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mundiburdus (vgl. J. F. NIERMEYER， Mediae latinititis lexicon minw丸s.709， Art. mundiburdus)、

せめて mundibardusとなるべきところがmundibardiumになっていること、また、 AVのこ

れ以外の箇所では「後見人Jを指す語は一一「法定後見人jを含めて一一すべてtutorに

なっていること、によって』富かめることカずできる)。

これに対して、「レーン法J(26・3)では、子が成熟に透していることをE[{i

(によって保障)する者として、さらに「子」と「主君の君主臣一人jが補足されてい

る。これは、子は(少なくとも彼の見解・主張に従えl;f)すでに成熟に達しているこ

とを前提にしたものであり、こうした前提に立てば、「子jはすでに(原則として)

(後見人なしに)レーン法上も「行為能力jをもつことになるし、また、成熟に達し

た子は(必要な場合、レーン法廷でH主君の家臣一人」を「後見人jとして与えられ

る、という前出レーン法26・1への補足と(も)平灰を合わせたものと解するこ

とができる(この点については、前出レーン法26・l、=AV1・64、註.4を参照)。

3 )この gelt=censusの請については、出nl::lレーン法26・2(=AV 1・67)を参照され
たい。

4 )子の所領(から)の収益を取得する権利(=angevelle)は、前出レーン法26.2、

b~b の箇所に明示的に述べられているように、(もともと)子が成熟に達するま

での問しか問題にならない。なお、この箇所の記述は、それまでの問、主君がア

ンゲフェレの才量利を(子ーやその法定後見人に封与せずに)自らもち行使していたこと

を前提している、ということについては、前註.2を参照されたい。

5) Iアウクトル・ヴェートゥス」におけるこの条項の位置については、とりあえず

前出 AV1・67(=レーン法26・2)、註 .11を参照されたい。

223 

26・4J) a)自分が成熟以前(ないし、未成熟=満12歳未満)(binnen sinen ja-

ren) 2) の者は、なんぴとも b)レーン法廷において (to lenrecht巴)b) .3) 他の者の

(ために)証人 (getuch)4)になることをえないoa)占)

AVl ・661) a)成熟期 (adolescentia)(ニ満12歳から満24歳までの期間)を越

えていない (nontranscendit) 2) 者は、他の者の後見人 (tutor)4)になることを

えなし、oa)5)

1 )このレーン法26・4に対応する(とされている)AV 1・66は、前出レーン{去26・

2に対応する AV1・67の前に位置している(ないし、いた)ものである。しかし、

実は、「レーン法jでは、 AV1・66がAV1・67と1・68の後へ廻されている、と
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いうだけでなく、 AV1・66には、主題がtutor(後見人)から getuch(証人)に変る

という、看過することのできない「変更Jが加えられていて、(後註・ 4の符所)、

そもそもそれをレーン法26・4の対応条項とえなしうるか否かさえ疑問なのであ

る。あらかじめ指摘しておくと、 AVl・66が1・67と1・68の後に移された理

山も、この「変吏」と深くかかわっている(後註・ 5を参照)。

2) rレーン法」の binnensinen jarenという表現は、前出レーン法26・2(注・ lと8
の筒所)だけでなく、「ラント法」でも(1ドイツ詰第 1版Jに限っても)1・20・l、

1・23.1、1・25・2、2・65・1などにifl例があり、それが「成熟以前(な

いし、未成熟=満12自主未満のi自j)Jを意味することには疑問の余地がない。これに対

して、 AVの対応箇所は adolescentiamnon transcenditと言う。 adolcscentia(= I成

熟期J)は、 AVでは直前に{立置する前出 1・65(=レーン法26・l)(c-cの筒所)

によれば、(満)12歳で始まり24歳で終る。もし AVが(成年に達する満21歳と24歳

の差一一I"J条への註・ 3を参照一ーを別にして)rレーン法Jの対応箇所と同じこと
を言おうとしたのであれば、(たとえば、 adadolescentiam non venit、または、一-AV

では後出の一一前出 1・68(=レーン法26・2)、註.8の箇所に出てくる表現を用いて、

infra puerilem terminum 目t などの)別な ~l い方をしたはずであり、この adolescentiam

non transcenditの語を「成熟期(の始期)を越えていない」と解することはできない、

と忠われる。つまり、この箇所、「レーン法jでは「満12歳未満Jと言っているの
に対して、 AVでは日荷24歳未満」と討っており、両者のi討おうとする内容は実

質的に異なる、と解さざるをえないのである。この相違は、前註・ 1で指摘した

I面j条項における主題の「変更」にもかかわるが、この点については、後註.4と

5を参照されたい。

3 )この (b-bの筒所の)to lenrechteの語は、 AVに対応筒所がなく、「レーン法」で

補足された(と目される)ものであるが、それについては、前出レーン法26・2(= 

AV 1・67、1・68)、註.9を参照されたい。

4 )前註・ lで指摘しておいたように、この箇所、 AVのtutorの語が「レーン法jで

はgetuchに「変更」されており、間条項が呉なったテーマを扱っていることがいj

る。その「変更」の理由については、ひきつづき次註・ 5で述べる。

5 )前註.4で改めて指摘したように、 AV1・66とレーン法26・4の問には、(両者

における位置が移動しただけでなく)、扱われている主題が tutorから getuchへ、ま

た、それになることのできない期間が(前註・ 2で述べたように)満24歳未満から

満12i殺未満へと「変民」されている Q なぜこのような(r移動]や)r変更Jが行わ
れたのか。

まず、 AVにおける叙述の流れを 1・64(=レーン法26・1)から振り返ってみ

よう。 AV1・64では、まず子の(亡父の所領のJf封をごf:君に〉止める)期限(=成熟に

達してから 6週と 1:年)について述べた後、子は(成熟に達した後も)成熟知の防jは

必要な場合「後見人」をもつことができる、と，-，う。次いで AV1 .65で、子の
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成熟期が満21歳から24歳までであることを明らかにした上で、このAV1・66で

は、成熟期を越えない者は他の者の「後見人」になりえない、と述べる。さらに、

(以下、「レーン法JではAV1・66よりも前に繰り上げられた諸条項に移って)、 AV1・

67で、(文言上、何の限定ないし例外もなく)主君は子が成熟に達するまで子の所領

からの収益を取得する、とした上で、次の 1. 68では、子は「幼少期lの問J(=成

熟に達するまで)(授封を求めるべき)期限を慨怠しそれによって所領を失うことは

ない、として(先にAV1・64で述べたことは、主君による所領収益の取得によっても

変らない旨、念を押したとも受け取れる形になって)いる。そして、 AV1・69・aは、

主君による所領収益の取得(=rアンゲフェレJ)の権利に関連して、子が成熟に透
したことを主君が信じない場合、子の「後見人」が宣誓をもってそのことを保障

することによって、主君の(rアンゲフェレ」の)権利を破ることができる、とい
う趣旨のことが述べられている。一一一以上のように見てくると、 AV1・64-

1・69・aの記述は、(基本的には)成熟に達する以前の(そして、それとの関連で、

例外的に成熟に達した後の)子の法的地位ないし権利について論じていることは、

改めて指摘するまでもないであろう。そこでは、子の「後見人jには言及されて

はいるカ;'(このAV1・66はそれとの関連で、子(自身)が「後見人Jになりえない期間

について関説したものである)、「証人Jのことはまったく問題になっていないこと

が注目される。

次に、「レーン法Jにおけるこの間の論旨の流れを、そこで「改訂J. r補足Jさ
れた点に重点を置いて辿ってみるとー一。まず、 (AV1・64と1・65に対応する)

レーン法25・1では、子が(成熟期を越えて)r成年」に達する時期について、満24
歳から満21歳に「変更」された(戸i条への設・ 3を参照)ほか、成熟期(工満12歳)に

達した子が「後見人」をもちうる場合について、 (AVでは単にr(彼等がそれを)必
要とする場合jとあったものが)、「その後、誰かが彼等のレーンをめぐり彼らを訴

えようとする場合jと具体的な記述に改められて ([li]条への註・ 2を参照)、この

「後凡人」の法廷における役割が強調され、また、この「後見人」を法廷で r(主君
の)家臣(たち)Jの中から選びうることが示唆されている(同条への詑・ 4を参照)。

この後「レーン法Jは、 AV1・66を後廻しに(ないし、割愛)して、 AV1・67以

下に対応した記述を進めるが、まず(未成熟の子の所領からの収益を取得する主君の

権利を扱ったAV1・67、および、子は成熟期に達するまでの問は年期を憐怠することは

ないとする AV1・68に対応する)レーン法26・2は、その冒頭に子に授封された所

領(の一部)を臼分のレーンであると主張する者(=家臣)があった場合のことを

補足して、子(あるいは、そのレーン法廷)がこの訴えを却けようとするのであれ

ば、主君あるいは子のr(法定)後見人Jが子に代って(子の)レーン法廷を主宰す
べきであると説き、その上で、「後見人jが子に代るのは、子あるいは彼自身に

アンゲブエレが封与されている場合であり、主君はアンゲフェレを封与せずに自

分でもっている時は常に子の「後見人Jである、として、アンゲフェレの帰属と
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レーン法 l二の後見人(の地位ないし役割)との関係をIYiらかにしている。さらに、

(AV 1・69.aに対応する)レーン法26・3では、子が成熟に迭したことを:i:討が

信じない場合、家臣側の対抗手段として、「子(自身)または彼の法定後見人、あ

るいは、主計の家臣一人Jが「型遺物にかけて i宣押す(れば足り)る、という証

明手続を補足している。この場合、「子、彼の法定後見人、 .:t.君の家 [~iJ は、主君

のレーン法廷において(1型遺物にかけてJ定評するのだから)、「証人」として([の

成熟を)証言していることを見務としてはならない。「話人Jの語こそmいられて
いないものの、ここに(実質的に)証人が登場してくることが、言うまでもなく、

このレーンィ1;26. 4で「証人Jの資格を論ずるため伏線ないし契機になっている
からである。

しかし、もっと霊安ーなのは次のような問題であろう。すなわち、「レーン法Jで
は、この問、(レーン法上の)I後見人Jについて (AVよりも)より詳しく論じてい

るにもかかわらず、なぜその要件を論じた AV1・66に対!忘する記述を(実質的に

は)削除したのか、という疑問がそれである。この疑問については、「ラント法」

を参照することによって明確に答えることができる。ラント法 1・42・2は、 (1直

前の 1・42・1で、[男 (deman-ーその前の 1. 41でmagetoder wedeweの後見人が扱わ

れているのを参照)は、彼の成年 (dach=満21歳)以前および彼の成年(=渦60歳を泣え

て)以後、必要な場合、「後見人jをもつことができるJ、と説かれたのをjf¥けて)、「う三カf

彼の成熟(=満12歳)に達していればいつでも、彼は彼の安の後凡人になることが

でき、さらに彼が望むならば、誰の(後見人)にでも(なる)べきである。しかも

決闘のためにさえも、たとえ彼が彼の成年(=満21歳)以前(binnen sinen dagen ) 

であっても。けだし、彼が自ら自分自身を代表・擁議 (verstan)しうるように、

彼は彼の被後見人を代表・擁護することができるからであるjと、きわめてIVJ係

に、成熟期(=満12歳からぷm歳まで)の子が誰の後見人にでもなることができる、
としている。これは、(1夫は(常に)妥の後見人である」とするラント法 1. 45・1に

うかがわれるように、「ラント法Jで(男)子の「法J(recht) (特に、夫の婚姻法 kの地位)

を深く省察した結果である、と思われるが、その点はいずれにもせよ)、 AV1・66の

「成熟期(=満24歳)を越えなければ後見人にはなりえない」という見解を明絡に

「変更」したものであり、したがって(1レーン法 ドイツ語第 1版Jが「ラン卜法j、

少なくともその「ラテン語版・原本Iの成立後に「改訂J. I補足jされた、という前提に

立つ限り)、 AV1・66に(実質的に)対応する条項は、「レーン法J( IドイツE!?第l

版J)では削除するほかなかった、と推定することができる。

26・5 al子がどんなに幼くても、al bl彼の父の死後、 c)彼の後見人IIが彼

を主君の許へ連れていき、そして法(の定め)に従い(na rechte )主君に対して

彼のレーン(の授封)を希求するならば、c) 主君は彼(=子)に彼の所領を封与す
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べきである。bl.21 dlしかしながら、子が一人以上ある場合、人(=授封を求める

子、および、子(たち)の後見人)は主君に、彼等(ニ(特に他の)子たち)はこの

レーン(の授封)をめぐり(将来とも)主君を訴えることはない、という(ことに

ついて)、保証人を立てる (borgensetten)べきであるoU3)4)

AVl ・69'b a) (怠が)どんなに幼くても、a) AVl ・70(承前) bl息が

父の死後、 c)授封の(ないし、授封を受ける)ために主君の前に連れられてい

くならば、c) (息は)主君から授封されるべきである、bl.21 AV 1・71・a(承

前) c)その者(ニ子)の後見人 (tutor)1) が彼(=子)に代って (proeo) (ないし、

彼=子のために)、レーン法(の定め)に従い (secundumbeneficial巴ius)、レー

ン(の授封)を主君に請うならば、cl dlまた、息(たち)がもっと多い(=複数

ある)場合は、(彼等=子たちが)彼(=授封を求める子)だけを除き、このレー

ンのために(=その授封を求める)レーン法 Ctの裁判)によって(iurebenefi 

ciali)主君を責める(ないし、煩わす)ことはない、という(ことについて)保

証人 (fideiussor)を立てるならば。dJ'31'41 

1 )この条項は、九然、 r(=息、)が未成熟の場合を合む(次のレーンi土26・6= AV 1・

71・bを参照)から、この[後見人」は「法定後見人」である、と解される(前出レ

ーン法26・3= AV 1・69.a、註.2を参照)。

2) rレーン法JとAVでは、 b-bの箇所は同じであるが、「レーン法」の c-cの
筒)i)rは、 AV1・70と1. 71・aのc-cの箇所を一つにまとめた形になってい
る。

3) rラント法Jによれば、「相続」において第I順位にあるのは、(同等出生身分の)
「子」であるが(1・3・3を参照)、「子Jの中でも、「息jがある場合には「息jが

優先し(=I娘Jは「息Jがない場合に限って「相続人」となる)、 ([ii]順位の)r相続人」
が複数ある場合は、遺産は彼等の問で均等に分割lされる(1‘3・3とl田 17・1

を参照)。これに対して、レ v ン(法上)の「相続jは、(ム人の)r息Jによる単独相
続を!点目IJとしている。したがって、複数の「息」がある場合には、ラント法上の

「相続権」とレーン法上のそれとが一致しなし¥という問題がと主ずる。この問題

について、(アイケ以後の補選にかかる条項ではあるが)ラント法[1・14・1)は、

「たとえ主君が一人以仁の息に(亡)父のレーンを封与しないということは、レー

ン法(上の挙則)であるとしても、彼(=一人の息)がそれ(=亡父のレーン)をIti独

で受領(ないし、取得 保持)するということは、ラント法ではない(=ラント法上

の準則に合致しない)、彼(=一人の息)が彼の兄弟たちに‘その(=亡父の)レーン
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について(ラント法 Lの準l1IJに従い)彼守に帰属すべき分に応じて、それ(=亡父の

レーン)を補償するのでない限り」、という。(この条項は、アイケ以後の補l足である

から、こうしたラント法優位の考え方は、 131什紀後半になってからさらに強くなった可

能性が大きいが、その}，~~は別に L ても)、後l.H レーン J去32 ・ 1 (= AV 1・33、1・34・

b)の(兄弟たちに対する)I共l¥iJt'受ltJ(前出レーン法7・9，8 ' 1，8・2をも参照)

も、こうした(ラント法的な)r均分相続」の考え方にもとづくもの、と推対される。
以上のことを考えると、このd-dの件も、主君が一人の子だけに授封した場合、

後に他の兄弟たちが主君に「共同授封Jを求めて争う可能性のあることを前提し

て、あらかじめそれに備えたものであることが判るであろう。

4 )こ(れら)の条項によって、未成熟(=満12歳未満)の子でも主君から(亡父の)レー

ンをt完封されることがある、ということは明らかであるが、その場合でも、子Ll
身または子のjよ定相続人にアンゲフェレ(=所領収益取得権)が主l与されない限り、

(子が成熟に達するまでの問は)アンゲフェレは主tJ;に帰属することにt主立されたい。
この点については、前出26' 2からもうかがわれるが(同条への誌・ 4、5、7を

参照)、後続のレーン法26・6以 f(26・8まで)の諸条項からも明らかである。

26・6 alいつであれ子が彼の成熟以前に(ないし、未成熟=満12歳未満のtlll

に)(binnen sinen jarcn) j)授封される(ないし、された)時は、直ちに(子の)家

臣たちがその子から彼等の所領を受領すべき(=彼等の所領の授封更新を受ける

べき)年期が始まるが、これらの者(=子の家F;J.)たちは、それ(=彼等;に授封さ

れるべき所領)をもとに、上級主君(dem巴overenhe打巳n)に{対して)2'卒事的に)

勤務 (denen)(ないし、軍役に従事)す31べきである、al blもし、彼等(=家臣た

ち)に対して(軍事的)勤務 (denest)(ないし、軍役)31が、法がそうであるように

(alse recht is) (=法の定め(る手続)に従って)、4) その子から、または、その子の

後見人51から命令される(ないし、された)ならば、(ただし)主君がアーネフェ

レ(anevelle)(=アンゲフェレ、所領収益取得権問を授封することなく(自分で)

もっている(ないし、いた)場合にはob17)

AV1 ・71・b alたとえ(男の)子 (puer)が幼少期(=満12歳未満)の問に

(infra puerilem aetatem) ¥1授封され、直ちにレーンを受領した場合であって

も、彼(=その子)の家臣たちが彼等のレーンを子からその間に受領すべき

年期 (anniversarius)は(その時、直ちに)始まる。しかし、(彼等=家臣たちは)

上級主君にはすして)(superiori domino)21に(対して)勤務 (servire)31すべき
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である、 AVl・72・a (承前 bl上級主君(dominus superior ) 21が、({-

の)レーンについてアーネフェレ (anevelle)(=所領収必取待機)と言われる

(次のような権利、すなわち)、61 子の後見人 (tutor)51 または子(白身)のほか

はなんぴとも(子の)レーンについてもつ(ないし、受領ーする)ことをえない

(habebit)彼(=主君)の権利(iussuum) il を、子に封与していなかったので

あればobiS)

1) rレーン法jの binnensinen j訂叩の語については、 MIHレーン法26・4(=AV 1・
66)、註.2を、また、 AVの infrapuerilem aetatemに関しては、併せてriillHAV 1 

・68(=レーン法26. 2)、註・ 8で (AVにおける puerの請について)述べたことを

参問。

2) de overe herre = superior dominusの語については、古ijti'.レーン法25・1= AV 1・

57、註.6で (deovere herreの誌と superiordominusの対応関係について)述べたこと

を参照。

3 )この場合、 denestの訴は「市 i手的勤務J= r軍役(奉仕)J、denen= servireの話は
「単4~的に勤務する、'.p: 1交に従事するJ を n:~床し、それ以外の(特に参廷)義務を

ffまない、と思われる。理rtJは大別してよiつある。①次註 4で述べるように、

この「勤務jは、百:flliレーンi去4・1=AV 1・9のdesrikes denest = reg日山stum

servitiumが家臣に命じられるのと [iiJじ手続で命じられる、と考えられること(な

お、 desrikes dencstの語については、 r"l.r.への註・ lでも挙げた、石川「レーン法と岡市IjJ
(1)、 442 、 443 f! を参照)。①前 a~ レーン法26 ・ 2 の「反対解釈j として、アンゲ

フェレを円らもっている(したがって、 fの(レーン法土の)後見人である)主:flカcc.

に代ってそのレーン法廷を主宰?するのは、子のレーンを円分に授封されたレーン

であると主張して争う(子の)家出の訴えを/永沼しない場合にj災られ、それ以外の

場合には、子付1 身)または(実質的には)子の(法定)後見人がレーン法廷を :t.~、ド

する、と推定されること。③一般に、主君のレーン法廷への参廷義務は、そこ

で判決を発見し証人となるなど、家臣にとっては「権利」の側i両があり、この条

項の場合、上級主君?の又家12にすぎない fの家目が、 上級住;(1のl自白と)，1をJf;べ

てそのレーン法廷に参i申iすることは(まず)ありそうもないこと。以上である。な

お、後註・ 7をも参照されたい。

4 )この筒所、品Iserecht isの文は (AVに対応する詰がなく)rレーン法」で補足された
(と日される)ものであるが、それによって点先に旬、起されるのは、!日ij/:!Iレーン法

4・1= AV 1・9で述べられている(出陣のIJより 6週前に、王.jJの(他の)家臣:

人に聞こえるように、(レーン法廷の)判決をもって命令する、という)des rikcs denesl 

を命ずる手続であろう(前註・ 3を参照)。ひきつづき次証 5を参照されたし、
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5 )この「後見人」は、「法定後見人」を指すと考えられる(前出レーン法26・2、註田 4、

および、 26・3= AV 1・69・a、註 2を参照)。なお、後iJlレーン法46・3=AV 

1・108によれば、ある主11が家臣に対して(軍事的)I勤務J(ないし、軍役)を命

ずるのは、彼がt.級主君からそれを命じられた場合に限られるから、この条項の

「子Jまたは「後見人」が(子の)家l主にそれを命ずるのも、もともと U.級主君」
の命令にもとづくものであることに注意されたい。

6) anevclle (= angevelle)の誌については、古iilBレーン法26・2= AV 1 .67、特に同

条への註.3、および、 26・3= AV 1・69・旦を参照。なお、この筒所、 AV

では Ianevelleと言われるJとして、ドイツ誌を用いて説明しているから、 AVに

は「アンゲフェレJ(=所領収益取得権)に当たるラテン訪の術語がなかったこと

か'jtrr~H レーン法26 ・ 2 = AV 1・67、註・ 7を参照)を改めて確認することができる。

ひきつづき次註・ 7を参照されたい。

7 )この筒所、「アンゲフェレJ(=所領収益取得権)について、 AVだけに「子の後見人

または子のほかはなんぴとも(子の)レーンについてもつことをえない彼(=主君)

の権利」という説明が見られる。「レーシ法Jでは、すでに前出26・2(註・ 2の

筒所)で、「子にあるいは後見人(自身)にアンゲフェレが封与される場合jがある

ということが補足され、さらに、次の (AVに対応条項のない)レーン法26・7では、

アンゲフェレには「又授封権jがないことが補足されているので、不要と考えら

れて削除されたのであろう。(なお、細かいことではあるが、 AVl.72・aでは ane-

velleの権利を「子の後見人または子(自身)(だけ)は受領することができるjと説きなが

ら、「子」がそれを封与された場合についてだけ論じられていて、「子の後見人jにそれが

封土Jーされた場合については論及されていなし'0 レーン法jでは、この「遺漏」が上記26・

2 (註・ 2の箇所)だけでなく、次の26・7によっても(実質的に)補填されていること

に注なされたい)。

8 )このレーン法26・6を、先行するレーン26・1以下の諸条項、特に26・2、26・
l---;-

5を比較することにより、未成熟(=満12歳未満)の子を封相続人としてもつ家臣

が死亡した場合の子の「権利Jについて、次のことが明らかになる O この場合、
子は主'11に(亡父が占有・支配していた)所領の授封を成熟(=満12歳)に達してか

ら6週と 1年以内に求めれば、「年期Jの尚早怠により所領を失うことはないが、成

熟(=満12歳)に達する以前でも、子が主君に授封を求めれば、主君は子に所領を

授封しなければならない。子が(成熟に達した後はもちろん)未成熟の問に授封さ

れても、子の家|立たちが子に所領の授封(更新)を求めるべき年期lはI直ちに始ま

る(したがって、子はこの場合、自分の家臣に所領を(又)授封することができる、とい

うことになる)。しかし、子が未成熟の問、「アンゲフェレJ(=小作地と貸し出して

いる所領からの収益を取得する権利)は、それが子または子の後見人に封与されて

いないm~ り主計に帰属し‘さらに宮子(またはその後見人)から(軍事的)勤務(な

いし、 if(役)を命じられた(了の)家間は(子の)主君(=彼等にとっては上級主君)に
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勤務しなければならず、主君は、(実質的には)子がその家院に又授封している所

領について、 (iの)家臣たちから(軍事的)r勤務J(ないし、軍役)を求める権利を
もっていた、ということになる。したがって、 子の家臣に(軍事的)r勤務j(ない
し、軍役)を求める主君の権利をも「アンゲフェレ」の概念に含めて考える余地が

ありそうに思われるかも主1Iれない。しかし、このレーン法26・6でも、「主君が

anevelleを授封することなく(自分で)もっているjことが、こうした主君の権利

の(いわば)r前提」とされているから、こうした主君の権利も主君の(レーン法上
の)r後見人jとしての地位にもとづくもの、と解するのが妥当であろう。(以上に
ついては、後出レーン法26.11をも参照されたし>)

なお、 AVでは「所領収益取得権Jに関する叙述はこの 1・72・aで終り、次
のAV1・72・6(ニレーン法27・1)では、主題が所領の授封を求めるべき年期

内に家臣が死亡した場合の封相続人の地位(ないし、「権利j)の問題に移っている

が、「レーン法jではこの26・6の後、 (AVに対応条項のない)26・7-26・11の諸

条項が「補足」されており、特にそのうち「ドイツ語第 l版」に属するレーン法

26・7と26.8では、ひきつづき直接に angevelle(二 anevelle)の問題に論及され

ている。

224 

26・711 アンゲフェレ (aneveJIe)(=所領収益取得権)2) には、(それが子または

特に子の後見人に授封された場合)、31 そのレーン(=授封されたアンゲフェレ)に

対する4) レーン法(上の権利)(Ienrecht) (特にそれを自分の家臣に(又)授封する

権利)5) も、また、(そのレーンの)承継(権)(volge) (=主君に異動があった際の授

封更新請求権問もない。もっとも(ないし、しかし)裁判権(レーン)(gerichte) 

については7)、人 (=i;裁久判権レ一ンのアンケゲ、フエレを封与された者、子または特に子

の後見人)川8剖)はアンゲゲ、フエレ(何an略1砲g巴町velle制E引)(=所領収益取得権)戸刊9引) を封与(=士又授よ封、t

する(lien)ことがでで、きるが、lω0ω) それ(=裁判権レ一ンのアンゲフエレ)について

は、(レ一ンの)承継(件+権非糾)(付volgμe)川(=授封更新i詰青求権)ドIIυ) はない。12) また、人(士

アンゲフェレを封与された者、子または特に子の後見人)13) はそれ(=アンゲフェレ

一般)を息に相続させることもない。141 そしてそれは、(所領そのものを)授封さ

れた子が死亡し、あるいは、成熟(=満12歳)に達する(ないし、達した)時に終

了する。151

1 )この条項は、 (AVに対応条項がなく)、「レーン法jで補足された(と目される)もの
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であるc前山レーン法26・6(= AV 1・71・b)、註.8 (の末尾)を参照。

2) (子が未成熟=渦12歳未満の聞の)I所領収益取得権jを指す語は、前出レーンi去26・

2 (の Z筒所)では angevelleとなっていたが、前出レーン法26・6(では対I;G、する

AV 1・72・aに従い)、また、それに続くこのレーン法26・7のこの箇所でも(そ

れにひきつつき)anevelleの認が用いられたのち、すぐ後の註・ 9の箇所からは再

びangevelleの諸に戻っている。このことによって、これら二つの語が同義で互

換的に用いられていること(および、 angevelleの認の方が新しいこと)を確認するこ

とができる。(ただし、 Ho..11 2、および、 Textの下欄に併載されている異本では、これ

らすべての筒所がanevelleになっている)。

3 )この補訳のうち、(この条項では)I特に子の後見人J(が問題になっている、という理

解)については、以下、関係館所への註(特に後註.14と15)で逐次私見を述べて

いくことにする G

4 )この箇所、原文は (nenlenrecht noch nen volge) an dat lenとなっているが、 l二jtl. 

邦訳は、この datlenが angevelleを指す、という理解を前提にしたものである。

この冒頭の一文は、それだけを独立に読めば、 datlenの語を I(未成熟の子に授封
された)所領(そのもの)Jと解して、(子の後見人は)Iたとえアンゲフェレを封与さ

れても、それによって(子の)所領(そのもの)について lenrechtをもつことも、ま

た、 volgeをもつこともない」、とし寸趣旨に理解することも強ち不可能ではない

ように思われるかも知れない。しかし、 Doch(けれども、または、しかし)の認

で始まる次の文章で(それと対比されながら)述べられている主題がgerichte(=裁

判権レーン)(そのものではなく、それに)ついての angevelleであることを併せ考え

ると、こうした解釈を採ることはできないであろう。ひきつづき後註 5と6、

およぴ、 12を参照されたい。

5) lenrechtの請が(家臣のもつ)Iレーン法上の権利jにかかわる場合、前出レーン法

2・6=AV 1・7、註・ 7で述べたように、「レーン法Jでは、それを具体的に

はI(主君から授封された)所領を自分の家臣に(又)授封する権利」に限って用い

ようとする傾向が認められる。この箇所の lenrechtの語も、次の文章(後註・ 10の

箇所)の(裁判権レーンについてのアンゲフェレをH封与するJ(Iien)という件と比

較することによって、具体的には「又授封権Jを意味することを確認することが
できるであろう。なお、以上の解釈が正しければ、もともと(子が未成熟=満12歳

未満の問)子の所領についてアンゲフェレをもっ「主君Jは、「子」または「子の後

見人」に(もともと)アンゲフェレを封与することができる(前出レーン法26・2を

参照)のだから、この条項で「アンゲフェレをもっ者」として(潜在的に)問題にさ

れている者の中には含まれないことになる。前註.3、および、次註.6を参照

されたい。

6) Uレーンの承継Jを意味する、名詞の)volgeの語は、前出レーン法 5・1、註・ 4

で述べたように、 (AVにはそれに対応する名詞がなく)、「レーン法」で新たに用いら
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れたと考えられるものであり、また、←ー動詞の volgenの語とは異なり一一必

ずしも(主君に異動があった際の)r授封更新請求(権)Jに限らず、(家臣が死亡した際
の)r相続(権)Jも含まれる可能性のある語である。このレーン法26・7には AV
に対応条項がないが(前註・ Iを参照)、この箇所の volgeの認は、次の文章(後註・

11の箇所)の volgeと同義に用いられた上で、さらにその次の文章(後註.14の箇

所)で改めて「それ(=アンゲフェレ)が息に相続させることもない」と述べられて

いるから、(主君に異動が生じた際の)r授封更新請求権jだけを指す、と解される
(この点については、後註12と14を参照されたい)。

7)Uレーン法jを含めた)ザクセンシュピーゲルにおける gerichteの用語j去について
は、前出レーン法19・2、註.4、および、(そこでも挙げた)石JIIr裁判(権)Jを

参照。なお、ショットはこの箇所を、 ledochdarf man vor Gericht den Nutzungs-

anfall verJeihenと訳しているが (Sch..s. 276)、これは、同書における gerichteの用

語j去の検討を;主力、その結果(その前にある前置詞)anの語をも正しく理解できな

かったことに由来する誤訳である。なお、後註・ 12をも参照されたい。

8 )前註・ 3を参照。ただし、この箇所の「人J(men)については後註・ 10(と12)を

参照されたい。

9 )前註・ 2を参照。

10)前註.5を参照。なお、この「もっとも(ないし、しかし)…J以下の件だけを読
むと、「人J(men)の語を(裁判権レ←ンについてのアンゲフェレを封与された者=子

または子の後見人ではなく、それを子または特に子の後見人に封与する)r主君Jと解す
ることも不可能ではないように思われるかも知れないが、そうした解釈を採らな

い(ないし、採りえない)理由については、後註.12を参照されたい。

11)前註・ 6を参照。

12)上掲の邦訳は、この「もっとも(ないし、しかし)…」以下の文を、前出の、アン

ゲフェレ(一般)については lenrecht(=又授封権)も voJge(=授封更新請求権)もな

い、という「原則Jに対して、 gerichte(=裁判権レーン)についてのアンゲフェレ

には一一アンゲフェレ一般についてと同じく volgeはないものの一一「例外jと

して lenrecht(=又封授権)は認められる、という趣旨に解したものである。

前註・ 10で述べたように、註.8の箇所の menの諾は、(そこだけを読むと)(裁

判権レーンのアンゲフェレを封与するH主君」と解する余地もありそうに見える(し、
現に前註・ 7で批判したショット訳もそう理解していることになる)が、前註・ 5(の

末尾)で改めて指摘したように、「主君Jは(裁判権レーンについてのそれに限らず)

アンゲフェレ一般は未成熟の子およびその後見人に封与することができるのだか

ら、そうした解釈では、 Doch(けれども、しかし)という(逆援の)接続詞が用いら

れている理由が説明できないだけでなく、この註・ 12にいたる文章全体を通して、

裁判権レーンのアンゲフェレについては、それを封与された未成熟の子またはそ

の後見人古人(アンゲフエレ一般についてと同じく)volgeの+雀利をもたないことだけ
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が述べられ、彼(等)がそれについて lenrechtをもつか否かには言及されていない、

ということになってしまう。したがって、(註・ 8の筒所の)r人jを「主君jと解す
ることはできないのである。(なお、後註・ 15をも参照)。

しかしながら、この件を上述した私見のように理解すると、(こんどは)次のよ

うな疑問が生ずることになる。すなわち、後出レーン法71・3=AV 2 .68に述

べられているように、裁判権レーンそのものは、原則jとして(=それに属する「特

別なグラーフシャフトJや「辺境伯領jを別にして)、又授封が禁止されているのに、

なぜそれについてのアンゲフェレは、例外的に又授封することが認められている

のか、という疑問がそれである。この疑問について私は、今のところ、最終的な

解答を提示する用意はないが、とりあえずその問題を考える手がかりになりそう

な(SonderlehenとしてのH裁判権レーン」の特殊性を指摘しておきたい。「裁判

権レーンJから上がる「収益Jは、「小作料」ではなく、(裁判官に支払われる)r罰
金J(および、「換刑照罪金J)であり、裁判権レーンが(未成熟の)子またはその後見
人に授封された場合、彼(等)にアンゲフエレも授封されないと、彼(等)はいわ

ば「無償で」裁判権の行使に当たらざるをえないことになる。さらに、子がはE

侯」または「グラーフ」である場合は、子は裁判権レーンを「グラーフjまたは

「シュルトハイスJに又授封することができるが(後の点については、後出レーン法

71・2=AV 2 .68を参照)、この場合には、子(またはその後見人)にアンゲフェレ

が授封されでも、もし彼(等)がそれを「グラーフJまたは「シュルトハイス」に
又授封することができなければ、子から裁判権レーンを(又)授封された「グラー

フ」または「シュルトハイス」は同じく「無償で」裁判権を行使しなければならな

いことになりかねない。そこで、このレーン法26・7では、裁判権レーンのアン

ゲフェレについては、(必要な場合)それを(も併せて)(又)授封できるという「例

外jを設けて、(こうした問題を解決し)、(ラント法上の、「公的」な)裁判権を(子の亡

父の死亡にもかかわらず)ひきつづき(従前通り)円滑に機能させようとしたのでは
レ J

あるまいか。因みに、子が自分の家臣に(通常の)所領を又授封した場合には、

(家臣は子に対して参廷義務のほか軍役義務を負っているものの一ーただし、これにつ

いては前出レーン法26.6 =AV 1・71・b、1・72・aを参照一一、所領の「収託J=

「小作料jは自分で取得しているから)、上述した(家庄が「無償でJ勤務するという)よ

うな問題は生じない。

13)前註・ 3、および、後註.14と15を参照。

14)この「また…」に始まる件は、(前註.12までの裁判権レーンに関する「例外Jをはさん

で)この条項の冒頭の一文につづく(この点については、前設・ 6を参照されたいん

なお、主君からアンゲフェレを封与され(う)る者、すなわち子または子の後見

人のうち、(子は未成熟=満12歳未満て、あるから)、「息」をもち「アンゲフェレを息に

相続させるJ可能性があるのは、「子の後見人Jに限られる。なお、次註・ 15をも

参照されたい。
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15) この最後の一文は、この条項が特に(未成熟の子またはその後見人にアンゲフェレが

封与された場合の)I子の後見人」を念頭に置いたものである、ということを示し

ている。まず、「子jにアンゲフェレが封与されていた場合は、「子が成熟に達す

る(ないし、達した)時J、確かに「アンゲフェレは終了するjが、子は、それまで

も一一「後見人jとともに、あるいは、「後見人jを通してしか行使できないにせ

よーー←(法的には)所領に対する支配権をもっているので、その点について特段の

変化は起こらないし、また、「子が死亡する(ないし、した)時jは、(未成熟の子に

は怠=封相続人がありえないから)、「所領J(そのもの)が「主君Jの手に戻り、アン

ゲフェレ(は消滅してしまうので、その帰属)が問題になる余地はない。また、「主

君」がアンゲフェレを(封与することなく)自分でもっていた場合については、「子

が成熟に達する(ないし、遠 Lた)時に、それが終了するJことは、すでに前出レ

ーン法26・2、および、 26・3(同条への註・ 4と2を参照)で述べられており、

それをここで繰り返すまでもないし、また、「子が死亡する(ないし、した)時jは、

同じように、「所領J(そのもの)が主君の手に反り、アンゲフェレ(は消滅して、そ

の帰属)が問題になる余地はない。したがって、「チが死亡し、または、成熟に達

する(ないし、達した)時に」、法(の定め)に反して、アンゲフェレの権利を行使

しつづける可能性があるのは、(まず)I子の(法定)後見人」にそれが封与されてい

た場合に限られる、と考えることができょう。

26・81) 子が(主若から亡父のものであった所領を封与された場合)(主君の)

愛顧によっていan gnaden)、2) あるいは、法(の定め)によって (van rechteJ3) 

アンゲフェレ (angevelle)(=所領の収益を取得する権利)引を(も)受領すること

のない5) 限り、それ(=子がアンゲフェレを受領する)までの問、子は主君に対

して、主君が彼に封与した所領を6) (特定して具体的に)申し立てる (b巴numen)

義務はない。il

1 )この条項も、 (AVに対応条項がなく)、「レーン法Jで補足された(と 11される)もの
である O 前出レーンj去26・6(= AV 1・71. b 、1・72. a)、詰・ 8(の末比)を

参照。

2 )この vangnadenの語は、すぐ後の vanrechteと対比されていることから、:主君が

未成熟(=満12歳未満)の子にアンゲフェレを封与した場合のことを念頭に低いた

もの、と推定することができる(ひきつつき次註 3を参照されたいんなお、この

ケースが vangnadenと表現されていることによって、アンゲフェレは(子が未成

熟の問)原則として主君に帰属する、という考え方(前出レーン法26・6=AV 1・

71・b、1・72・a、註・ 8を参照)が裏づけられるであろう。
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3 )この vanrechteの訴は、それまで(子に所領lは封与していたものの)アンゲフェレを

(封tJ守することなく)自分でもっていた主君が、子が成熟(ニ満12歳)に達した時、

アンゲフェレを子に封与(=ないし、返還)するケースを念頭に置しミたもの、と:j<<~

定することができるo なお、これについては次のことに注主くする必要がある。す

なわち、成熟に達した子が その後見人に伴われて一一アンゲフェレの検討

を求めた時は、(前日1レーン26.3 = AV 1・69. aで院接に扱われている)主君が子

が成熟に達したことを信じない場合の立証がレーンj去廷で行われるというだけで

なく、(その場合をも合めた)アンゲフェレの希求および授封卜般)が、レーン法

廷での手続を絞て(おそらしその判決をも得て)行われる(同条への註・ 2と4を参

照)、ということがそれである。(したがって、この vanrechteの話にも、["(レーン)

法廷での(裁判)手続を経た上で、判決を得てJという合意がある、ということになる)。

4) angevelleの3昔については、前出レーン法26・2、註・ 3、および、 26・7、註・

2を参照。

5 )すぐ後(次註・ 6の箇所)で、「主君が彼(=子)に封与した所領J、と述べられてい
るから、これは、(亡父の)所領(そのもの)は子に封与されているものの、それに

ついてのアンゲフェレは子に封与されていないケースである、ということが判る。

この場合アンゲフェレは、原則として(したがって、おそらく多くの場合)、主君が

もっている、と考えられるが、それが「子の(法定)後見人」に封与されているこ

ともあ(りう)る、ということを忘れるわけにはいかない。以上については、前

出レーン法26・6(= AV 1・71・b、1・72.a)、および、前出レーン法26・7、

註.15を参照されたい。

6)前註・ 5を参照。

7)前出レーン法24・2(= AV 1・52)によれば、「主君が家臣に対して(その求めに応

じて)(亡父のものであった)所領を封与する場合、家臣は主君に対して(原則とし

て)直ちにそれ(=所領)をすべて(特定して具体的に)申し立てる (benumen)義務

を負う」。したがって、このレーン法26・8は、アンゲフェレを封与されていな

い「子」について、この義務を免除しているわけである。このことは、(未成熟の)

子が(亡父の)(所領)を授封されていてもアンゲフェレを封与されなければ、彼は

その所領を実効的に占有・支配してはいない(=["彼のゲヴ‘ェーレの中にもっていな

いJ)、ということを(いわば)裏から明らかにする意味をもつであろう。具体的に

は、主君がアンゲフェレを(封与することなく)自分でもっている場合には、子の

所領(のうち小作人に貸し出されているもの)からの収説(=小作料)は主君が取得す

るし、また、子の家問たちが(ほんらい彼等に又授封された所領にもとづき子に対し

て行うべき)1lí.率的勤務(=軍役義務)も主君に対して行われる(前 ~1 レーン法26 ・

5 = AV 1 . 71. b、1.72. aを参照)。アンゲフェレが(子本人にではなく)I子の
後見人」に授封された場合にも同じことが言え(前註・ 5の末尾を参照)、この場合、

子に授封された所領を実効的に占有・支配している=それを「後見人としての地
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位(ないし、後見権)にもとづくゲヴェーレの中にもっている」のは、「子の(法定)

後見人」である。
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